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 郷土博物館  

戸田市立郷土博物館は、豊かな教養を育み、個性ある文化創造の一翼を担う生涯学習の場として、昭和５

９年１１月１日に開館した自然科学・人文科学にわたる総合博物館である。建物は、市の文化の要として図

書館と併設された複合施設となっている。館の入口左上（３階部分）には館のシンボルとして学問の神の使

いといわれるミミズクの彫像が設置されていたが、安全性への配慮から、令和２年１月に施設改修を機に１

階玄関左側に移設された。 

常設展示室では、「荒川の流れと収穫の日々～低湿地のくらし～」をメインテーマとし、荒川下流域に位

置する郷土の歴史や民俗を展示している。主な展示としては、地層の剥離面、鍛冶谷・新田口遺跡の出土品、

古代の復元住居、中世の佐々目郷関係の文書、美女木八幡社の銅鐘、板石塔婆、江戸時代の中山道、荒川の

舟運や戸田渡船場の模型、江戸時代後期の民家の復元住居、戸田団地の部屋の復元などがある。 

特別展示室では、郷土に関わりのあるテーマを広く求めながら、企画展や特別展などを年に数回開催して

いる。 

教育普及活動として市内全小学校を対象に６年生及び３年生を受け入れ、博物館で体験型の授業を行って

いる。土曜日、日曜日や夏休みを中心に子供向けの体験講座「子ども体験ひろば」などを開催し、一般向け

や親子向けの体験講座、教職員向けの研修会も開催している。 

 

 アーカイブズ・センター  

アーカイブズ・センターは、近年の国の公文書管理制度改革や公文書管理法の成立に連動し、歴史的公文

書や記録、アーカイブズ（保存記録）を取り巻く諸環境が整いつつある状況を踏まえ、開館２５周年事業の

一環として平成２１年６月９日に開設した（６月９日は国際文書館評議会が制定した“国際アーカイブズの

日”に当たる。）。館の構想段階から図書館・郷土博物館とは別の独立した文書館の設置を目指していたが、

これまで文書整理室として非公開のスペースであった場所で、古文書や地図等を閲覧することができるよう

になった。 

 

 図書館・博物館・アーカイブズ・センター  

平成２１年６月９日、国際アーカイブズの日に合わせてアーカイブズ・センターを開室し、図書館・博物

館・文書館機能を備えた複合施設となり、現在に至っている。複合施設ならではの好例として、調べ学習や

自由研究などへの対応が挙げられる。博物館で見た資料を図書館で詳しく調べながら理解を深めたり、図書

館で調べたものを博物館で実物として捉え直したりといった活用が見られる。また、一般からのレファレン

ス対応時においても、参考資料担当の図書館司書と当館学芸員が協力関係を構築し、今日では、レファレン

スや調べ物に関する講座を開講するに至っている。 

 

 彩湖自然学習センター（みどりパル）  

彩湖自然学習センターは、平成９年６月１日に郷土博物館の分館として彩湖のほとりに開館した。荒川河

川敷を舞台とする自然の再生と人間性の回復を考慮した自然と人、人と人との交流空間を創出するために、

建設省（現国土交通省）と戸田市との共同事業として誕生した。 

１階では「水中のふしぎ」をテーマとして、淡水魚が悠々と泳いでいるミニ水族館となっている。２階で

は「水辺のふしぎ」をテーマとして、彩湖周辺の水辺の四季を紹介する水辺シアターを中心に生態や食物連

鎖について学習できる。３階では「草原・湿原のふしぎ」をテーマとして、草原や湿原に棲む生きものたち

を遊び感覚で探し出す仕掛けなどがある。４階では「林のふしぎ」をテーマとして、小さな虫になったよう

な視線で林の生き物たちの営みを観察できるようになっている。 

教育普及活動として市内全小学校を対象に３年生を受入れ、センターで自然体験型の授業を行ったり、学

校での理科授業の支援（サイエンスサポートプログラム）を行っている。また、土曜日、日曜日や夏休みを

中心に子供向けの体験講座を開催、一般向けや親子向けの体験講座、教職員向けの研修会を開催している。 

 

 

 

 

  ははじじめめにに                                                  

郷土博物館

アーカイブズ・センター

図書館・博物館・アーカイブズ・センター

彩湖自然学習センター（みどりパル）
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  ●●  目目的的とと使使命命  ●●  

 

設設置置のの目目的的 

 戸田市は、荒川（旧入間川）の豊かな恵みにより、古代においては多数の住居跡や方形周溝墓が発見された「鍛

冶谷・新田口遺跡」に代表される多くの遺跡が存在し、中世には、当時の佐々目郷が足利尊氏により鎌倉鶴岡八

幡宮に寄進され、当所は全社領の６割を占めるなど、鶴岡八幡宮の財政を支える中心地であった。近世に入ると、

江戸幕府の直轄領として、また中山道筋に設けられた戸田の渡船場・戸田河岸として栄え、交通の要衝となった。

近代には、オリンピック東京大会の漕艇競技会場としての戸田ボートコースの建設、現代では埼京線の開通を契

機に発展を続け、輝かしい歴史を築いてきた。 

 昭和５４年に制定された市民憲章で「わたくしたちは豊かな荒川の流れと、うるわしい武蔵野の大地をふるさ

ととする戸田市民です。……このまちに誇りと責任をもち、夢と希望のある戸田市をつくるため……わたくした

ち戸田市民は……教養と文化をたかめ、みのりを未来にのこしましょう」と定めた。 

 このような悠久の歴史と市民の郷土を愛する心を基に、博物館の設立を要望する市民の長年にわたる願いが実

って、昭和５９年１１月１日に戸田市立郷土博物館が開館した。 

 その目的は、「博物館法に基づき、戸田市域の歴史的推移を明らかにする歴史資料や民俗資料等を収集し、保

管し、教育的配慮のもとに展示して一般の利用に供し、その教養、調査研究等に資するために必要な事業を行い、

あわせて、これらの資料に関する調査研究を行い、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与すること」にある。 
 

施施設設のの使使命命 

 郷土博物館は、市民の郷土に対する関心や理解を深めるために、地域の歴史民俗や自然の資料を収集・保存の

うえ調査研究を行い、教育的配慮のもとに展示し研究材料として提供して、市民文化向上に寄与しつつ市民の生

涯学習活動を支援する。 
 
 

  ●●  郷郷土土博博物物館館基基本本構構想想  ●●  

 

博博物物館館憲憲章章 

 戸田市立郷土博物館は、郷土を愛する心をもとに市民をはじめあらゆる人々に開かれた総合博物館である。 

 当館は、市民自らの参加によって豊かな教養をはぐくむ、生涯にわたる学習の場である。自然と人間との調和

のとれたはるかな未来を展望し、個性ある文化創造の一翼を担うことを目的とする。 
 

郷土戸田から出発し、より広い視野に立って郷土を見つめなおす博物館 

自然科学・人文科学にわたる総合博物館 

調査・研究はもとより、資料の収集・整理・保管・展示・教育普及を行う博物館 

各教育機関・団体との連携・協力をはかる博物館 

市民の交流の場としてさまざまな情報を提供し、未来を想像する博物館 
 

基基本本理理念念 

１１  展展示示のの基基本本理理念念  

 郷土戸田の自然・文化をはじめ、行政区にとらわれず、広い視野に立って展示を考え、科学的立場で実物を 

資料として可能なかぎり使用し展示を行う。 

 展示の形態は、屋内展示としての常設展示、特別展示、屋外展示、移動展示とする。 

 

 

 

 

  郷郷土土博博物物館館のの概概要要                                                  
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（１）常設展示  

 悠久に流れる川は、肥沃な土地をつくり、いつしかそこに人が住み、文化を形成してきた。 

 川はときには氾濫をおこし、くらしを脅かす畏れの対象であり、また豊かな恵みをも与え、心の故郷をつくっ

てきた。 

 郷土戸田も荒川の流れによりもたらされた沃土の上に稲作文化を形成してきた。しかし、都市化の波によりそ

の姿が変貌してしまった今日、あらためて私たちは郷土の歴史を問い直すために、ここにメインテーマを「荒川

の流れと収穫の日々～低湿地のくらし～」として、戸田の輝かしい未来を展望していきたい。 

（２）特別展示  

 ある特定の期間を設定し、市民のさまざまな関心に応える博物館の調査・研究活動を直接反映するほか、常設

展示を補完するための展示を行う部門である。 

 なお、市民、学校、他の社会教育機関との連携に基づいた展示も行う。 

（３）移動展示  

 移動展示は、市民が博物館に対して求めるところ、および博物館活動の目的を、より効果的に達成するために

行う。 

 

２２  調調査査・・研研究究のの基基本本理理念念 

  調査・研究は、展示、資料の収集・整理・保管、教育普及の諸活動の基本となるものである。 

（１）広い視野に立って行う。 

（２）地域の課題に立って行う。 

（３）科学的観点に立って行う。 

（４）他機関・団体などと連携をはかり、その研究成果をとり入れ、共同調査・研究も行う。 

 

３３  収収集集・・整整理理・・保保管管のの基基本本理理念念  

  収集・整理・保管は、博物館の目的に沿った資料のすべてを行政区にとらわれず収集し、科学的な立場で整

理・保管し、あらゆる人々の利用に供するものである。 

（１）博物館の調査・研究に基づいた収集を行う。 

（２）市民の博物館に対するさまざまなもとめに応え、必要と思われる資料収集をする。 

 

４４  教教育育普普及及のの基基本本理理念念  

  教育普及は、博物館が生涯教育の場として機能するため、博物館活動の成果を、市民をはじめあらゆる人々

に広く提供し、博物館活動への市民自らの参加を促すものである。 

（１）講座、講演会、見学会、観察会、鑑賞会などを積極的に行う。 

（２）各種出版物、レファレンスサービスなどにより、博物館のもつ情報を公開・提供する。 

（３）より広い博物館活動を行うため、学校教育をはじめ他の教育機関などとの連携をはかる。 

（４）博物館利用者のサークルづくりを奨励し、幅広い層への博物館活動の正しい理解を進める。 

（５）市民の調査・研究活動を援助し、さらに市内外を問わず広く人材を求める研究員制度を設け、 

地域の研究センターとして機能する。 

（昭和５８年７月７日制定） 
 
 

  ●●  戸戸田田市市郷郷土土博博物物館館ビビジジョョンン  ●●  

 

博物館法をはじめとする関連法令や郷土博物館基本構想を前提とし、本市上位・関連計画とも整合を図り、今

後、郷土博物館(彩湖自然学習センター)が中・長期的に目指す姿「知の拠点として、あらゆる人に戸田の魅力を

発信し続ける博物館」と、取り組むべき内容について整理し、明示したものである。 

令和４年３月策定。計画期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間。 

（１）常設展示

（２）特別展示

（３）移動展示
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  ●●  沿沿革革  ●●      

 

昭和 46年 12月  戸田市総合振興計画基本構想・基本計画スタート 

昭和 49年     新曽小学校内に「戸田市郷土資料収蔵庫」を設置 

昭和 56年 16月  戸田市総合振興計画第３次基本計画を策定し、図書館と併設の郷土博物館建設計画スタート 

昭和 56年 18月  設計を㈱日建設計へ委託 

昭和 57年 12月  戸田市立図書館・郷土博物館建築工事着工 

昭和 58年 14月  戸田市立郷土博物館設置及び管理条例施行 

昭和 58年 14月  館長以下職員を配置し、本格的に開館の準備を開始 

昭和 58年 17月  建築工事竣工 

昭和 58年 17月  郷土博物館基本構想を策定 

昭和 58年 18月  各専門の展示企画委員１５名を委嘱 

昭和 58年 19月  郷土博物館協議会委員１０名を委嘱 

昭和 58年 19月  展示設計を㈱タイムアートデザインに委託 

昭和 58年 11月  戸田市立図書館、郷土博物館落成式、図書館開館 

昭和 59年 13月  展示実施設計完了 

昭和 59年 16月  ディスプレイ業務を㈱タイムアートデザインに委託 

昭和 59年 16月  模型等の製作業務を日精㈱に委託 

昭和 59年 11月  郷郷土土博博物物館館開開館館 

昭和 60年 11月  第１回特別展「４世紀の世界 －鍛冶谷・新田口遺跡と方形周溝墓－」開催 

昭和 61年 13月  「研究紀要」第１号刊行 

昭和 61年 16月  第１回収蔵品展「複製鶴岡八幡宮文書」開催 

昭和 61年 19月  第２回特別展「戸田の交通 －むかしといま－」開催 

昭和 62年 13月  第２回収蔵品展「絵本「戸田の昔話」原画展」開催 

昭和 62年 18月  組組織織改改正正にによよりり市市史史編編ささんん室室がが廃廃さされれ、、文文書書係係がが新新設設 

昭和62年 18月  第３回収蔵品展「絵本「戸田の伝説・戸田のわらべうた」原画展」開催 

昭和 62年 10月  第３回特別展「－ふるさとの心－ 戸田市の文化財」開催 

昭和 62年 11月  入館者１０万人達成 

昭和 63年 11月  103,329（ﾐﾐﾂｸ）人目の入館者に記念品を贈り記念セレモニーを実施 

昭和 63年 13月  常設展示の一部展示替えを行う（古代復元住居内３体・民家内４体の人物模型配置） 

昭和 63年 13月  第４回収蔵品展「旧下戸田村文書」開催 

昭和 63年 16月  第５回収蔵品展「淡路コレクション・美女木八幡社」開催 

昭和 63年 18月  第１回企画展「写真が語る戸田のうつりかわり」開催 

昭和 63年 19月  市史調査報告書第１３集「戸田市諸家所蔵文書目録（５）」刊行 

昭和 63年 10月  第４回特別展「戸田ボートコースと漕艇の歩み」開催 

平成 元年 13月  第６回収蔵品展「古文書にみる戸田の村々 －上戸田村・新曽村－」開催 

平成 元年 13月  「戸田市いまむかし」刊行 

平成 元年 13月  「戸田市動物誌」刊行 

平成 元年 13月  郷土博物館調査報告書第１集「戸田市の民俗芸能Ⅰ 中町念仏踊りおいねさん」刊行 

平成 元年 18月  第２回企画展「酒造り －技と道具－」開催 

平成 元年 10月  第５回特別展「戸田の動物」開催 

平成 12年 11月  登登録録博博物物館館ととななるる（（県県内内1111番番目目）） 

平成 12年 13月  常設展示の一部展示替えを行う（近現代コーナーに「戸田橋」の模型及びジオラマを設置） 

平成 12年 13月  第７回収蔵品展「古文書にみる戸田の村々 －美女木・下笹目－」開催 

平成 12年 13月  市史調査報告書第１４集「戸田市諸家所蔵文書目録（６）」刊行 

平成 12年 13月  「戸田市立郷土博物館 常設展示案内」刊行 

平成 12年 13月  郷土博物館調査報告書第２集「戸田市の民俗芸能Ⅱ 下戸田ささら獅子舞」刊行 

平成 12年 18月  第３回企画展「戸田の漁撈 －荒川の恵み－」開催 

平成 12年 19月  第６回特別展「戸田のよそおい」開催 

平成 13年 13月  第８回収蔵品展「奉納された人々の願い」開催 

平成 13年 13月  「戸田市史年表」刊行 

平成 13年 13月  「自然とのふれあい 戸田市動物ガイド」刊行 

平成 13年 13月  郷土博物館調査報告書第３集「戸田市の民俗芸能Ⅲ 戸田市の民謡」刊行 
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平成13年 14月  常常設設展展示示室室改改修修事事業業計計画画ススタターートト 

平成 13年 18月  第４回企画展「戸田市所蔵絵画展(Ⅰ)」開催 

平成 13年 10月  第７回特別展「埼玉の剣術 －神道無念流・甲源一刀流・柳剛流－」開催 

平成 14年 11月  荒川第一調節池生物等調査会が設立され、郷土博物館が事務局となる 

平成 14年 13月  203,329（ﾐﾐﾂｸ）人目の入館者に記念品を贈り記念セレモニーを実施 

平成 14年 13月  第９回収蔵品展「くらしの中の家具」開催 

平成 14年 13月  市史調査報告書第１５集「戸田市関係新聞記事索引（明治・大正）」刊行 

平成 14年 13月  郷土博物館調査報告書第４集「戸田市の民俗芸能Ⅳ 戸田市の祭り囃子・神楽」刊行 

平成 14年 17月  博博物物館館活活用用検検討討会会設設置置 

平成 14年 18月  第５回企画展「戸田市所蔵絵画展(Ⅱ)」開催 

平成 14年 10月  第８回特別展「戸田の民俗芸能」開催 

平成 15年 13月  第１０回収蔵品展「種まきから収穫まで －水田・畑作用具－」開催 

平成 15年 13月  常設展示室改修事業基本設計完了 

平成 15年 18月  第９回特別展「化石展 －よみがえる太古の世界－」開催 

平成 16年 11月  常設展示室改修に伴う素材ＶＴＲ収録開始 

平成 16年 13月  市史調査報告書第１６集「戸田市関係新聞記事索引（昭和）」刊行 

平成 16年 13月  郷土博物館調査報告書第５集「戸田市の農業」刊行 

平成 16年 15月  第３８回埼玉県名刀展「もののふの美」開催 

平成 16年 18月  第１０回特別展「姉妹都市 たいしん －世界中で唯一の一番なつかしい天地－」開催 

平成 16年 12月  郷土博物館活用の手引き書「郷土博物館を学校教育に生かそう」刊行 

平成 17年 13月  常設展示室改修事業実施設計完了 

平成 17年 16月  常設展示室改修事業開始 

平成 17年 18月  第１１回特別展「戦後５０年 －あのころの戸田－」開催 

平成 17年 12月  第６回企画展「戸田の歴史と文化」開催 

平成 18年 13月  常設展示室改修事業完了 

平成 18年 13月  市史調査報告書第１７集「戸田市関係新聞記事索引（昭和Ⅱ）」刊行 

平成 18年 13月  彩湖自然学習センター基本設計完了 

平成 18年 14月  常常設設展展示示室室リリニニュューーアアルルオオーーププンン 

平成 18年 16月  彩湖自然学習センター実施設計完了 

平成 18年 17月  彩湖自然学習センター展示業務開始 

平成 18年 17月  第１２回特別展「祈りと美 ～戸田市の文化財Ⅱ～」開催 

平成 18年 10月  第７回企画展「写真で見る戸田市の歩み」開催 

平成 19年 13月  郷土博物館活用の手引き書「魅力ある授業づくりは郷土博物館から」刊行 

平成 19年 13月  「戸田市立郷土博物館 常設展示図録」刊行 

平成 19年 13月  彩湖自然学習センター展示業務完了 

平成 19年 16月  彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー開開館館 

平成 19年 17月  第８回企画展「こうして大きくなった －高度成長期のこどもたち－」開催 

平成 19年 10月  第１３回特別展「姉妹都市交流展「戸田村」 －幕末・ロシアの風－」開催 

平成 10年 13月  市史調査報告書第１８集「戸田市関係新聞記事索引（昭和Ⅲ・平成）」刊行 

平成 10年 17月  第９回企画展「蝶と蛾の世界 －市川和夫昆虫コレクション－」開催 

平成 10年 10月  第１４回特別展「健やかな成長を願って －人生儀礼・誕生から成人まで－」開催 

平成 11年 17月  第１５回特別展「寺子屋から明治期の学校風景 －学校教育の原点を求めて－」開催 

平成 11年 10月  第１０回企画展「レンズ越しに見た戸田 －写真師のカメラアングル－」開催 

平成 12年 13月  第１１回収蔵品展「新収蔵品展（平成10・11年度新収蔵品）」開催 

平成 12年 13月  郷土博物館活用の手引き書「博物館を活用した実践事例集」刊行 

平成 12年 13月  彩湖自然学習センター活用の手引き書「感動ある授業づくりは彩湖自然学習センターから」刊行 

平成 12年 17月  第１１回企画展「台所からのメッセージ」開催 

平成 12年 10月  第１６回特別展「さいたまの飛鳥 美里」開催 

平成 12年 10月  郷郷土土博博物物館館本本館館祝祝日日開開館館ととななるる 

平成 13年 11月  第１回昔のくらし展「戸田の人びとのくらしのうつりかわり展」開催 

平成 13年 16月  彩湖自然学習センターホームページ開設 

平成 13年 17月  第１２回企画展「平和 －２１世紀のこどもたちへ－」開催 

平成 13年 18月  郷土博物館ホームページ開設 

平成 13年 10月  第１７回特別展「高柳重信展」開催 
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平成13年 11月  市制施行３５周年記念講演会「高柳さんのこと」開催 

平成 13年 12月  郷郷土土博博物物館館仮仮設設収収蔵蔵庫庫をを川川岸岸地地区区にに設設置置完完成成 

平成 14年 11月  第２回昔のくらし展「戸田の人びとのくらしのうつりかわり展」開催 

平成 14年 13月  郷土博物館活用の手引き書「博物館を活用した実践事例集Ⅱ」刊行 

平成 14年 17月  常設展示室情報・映像機器の修繕事業完了 

平成 14年 18月  第１２回収蔵品展「親子のための戸田のむかしばなしとわらべうた －池原昭治原画展－」開催 

平成 14年 10月  第１８回特別展「中山道 －戸田の渡しと旅日記－」開催 

平成 15年 11月  第３回昔のくらし展「戸田のくらしのうつりかわり」開催 

平成 15年 13月  彩湖自然学習センター活用の手引き書Ⅱ「感動ある授業づくりは彩湖自然学習センターから」刊行 

平成 15年 15月  第４７回埼玉県名刀展「美濃の刀工」開催 

平成 15年 18月  第１３回企画展「すてきな絵本の世界 －コールデコット賞受賞作品を中心に－」開催 

平成 15年 10月  第１９回特別展「戸田河岸と荒川の舟運」開催 

平成 16年 11月  第４回昔のくらし展「昔の道具とくらし展」開催 

平成 16年 13月  自然観察ハンドブック「彩湖の野草」刊行 

平成 16年 13月  市史調査報告書第１９集「戸田市関係新聞記事索引（平成Ⅱ）」刊行 

平成 16年 18月  第１４回企画展「楽しい石の世界」開催 

平成 16年 10月  第２０回特別展「彩湖」開催 

平成 17年 11月  第５回昔のくらし展「君もタイムトラベラー」開催 

平成 17年 12月  入館者５０万人達成 

平成 17年 13月  市史調査報告書第２０集「戸田市地図目録」刊行 

平成 17年 13月  郷土博物館調査報告書第６集「市川和夫標本コレクション鱗翅類目録」刊行 

平成 17年 18月  第１５回企画展「埴輪のいろいろ」開催 

平成 17年 10月  条例改正（条例第６条休館日の改定により郷土博物館・彩湖自然学習センターとも開館日を増やす） 

平成 17年 10月  第２１回特別展「食べ物 いま むかし ～子どもたちを取り巻く世界～」開催 

平成 18年 11月  第６回昔のくらし展「くらしの道具ものがたり」開催 

平成 18年 17月  第１６回企画展「おめでとう！４０歳」開催 

平成 18年 19月  企画展関連事業「市制施行４０周年記念パネル展」開催 

平成 18年 10月  第２２回特別展「時は、弥生から古墳へ」開催 

平成 19年 11月  第７回昔のくらし展「探検！昔のくらし」開催 

平成 19年 13月  郷土博物館活用の手引き書「博物館を活用した実践事例集Ⅲ」刊行 

平成 19年 17月  第２３回特別展「真夏の夜の華 ～戸田橋花火大会の歴史をひもとく～」開催 

平成 19年 10月  第１７回企画展「荒川水系の伝統漁撈」開催 

平成 20年 11月  第８回昔のくらし展「発見！昔の道具 ～環境にやさしいくらし～」開催 

平成 20年 12月  郷土博物館調査報告書第７集「金子家住宅調査報告書」刊行 

平成 20年 14月  組組織織改改正正にによよりり図図書書館館とと郷郷土土博博物物館館（（彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターーをを含含むむ。。））がが統統合合さされれるる 

平成 20年 17月  第２４回特別展「星へのあこがれ」開催 

平成 20年 11月  第１８回企画展「古の道と川端のくらし ～下笹目・美女木の原風景と想い～」開催 

平成 21年 11月  第９回昔のくらし展「たんけん 昔のくらし」開催 

平成 21年 16月  戸戸田田市市アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターーをを館館内内へへ開開設設（6月 9日「国際アーカイブズの日」） 

平成 21年 17月  第１９回企画展「図書館・郷土博物館２５年大百科」開催 

平成 21年 18月  最新出土品展（巡回展）「地中からのメッセージ」開催 

平成 21年 10月  第２５回特別展「月光浴びて飛翔する狩人 ～みみずくとその仲間たち～」開催 

平成 21年 11月  開開館館二二十十五五周周年年 

平成 21年 12月  開館２５周年記念コンサート（東邦音楽大学フルートオーケストラ“ベル・ソナ”）開催 

平成 22年 11月  第１０回昔のくらし展「発見！ 昔のくらし」開催 

平成 22年 13月  博学連携の手引き書「博物館・自然学習センターを活用した実践事例集Ⅳ」刊行 

平成 22年 17月  第２０回企画展「豊かな恵みと生きものたち」開催 

平成 22年 18月  入館者603,329（ﾐﾐﾂｸ）人目の入館者に記念品を贈呈 

平成 22年 10月  第２６回特別展「鍼・脈・薬～戸田の医療史～」開催 

平成 22年 10月  巡回展「埼玉ゆかりの偉人展」開催 

平成 23年 11月  第１１回昔のくらし展「たんけん 昔のくらし」開催 

平成 23年 13月  東東日日本本大大震震災災にに伴伴いい２２日日間間のの臨臨時時休休館館 

平成 23年 14月  全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東部会の会長館及び事務局（25年 3月まで） 

平成 23年 17月  第２１回企画展「イレモノいろいろ～うつわの今昔～」開催 
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平成13年 11月  市制施行３５周年記念講演会「高柳さんのこと」開催 

平成 13年 12月  郷郷土土博博物物館館仮仮設設収収蔵蔵庫庫をを川川岸岸地地区区にに設設置置完完成成 

平成 14年 11月  第２回昔のくらし展「戸田の人びとのくらしのうつりかわり展」開催 

平成 14年 13月  郷土博物館活用の手引き書「博物館を活用した実践事例集Ⅱ」刊行 

平成 14年 17月  常設展示室情報・映像機器の修繕事業完了 

平成 14年 18月  第１２回収蔵品展「親子のための戸田のむかしばなしとわらべうた －池原昭治原画展－」開催 

平成 14年 10月  第１８回特別展「中山道 －戸田の渡しと旅日記－」開催 

平成 15年 11月  第３回昔のくらし展「戸田のくらしのうつりかわり」開催 

平成 15年 13月  彩湖自然学習センター活用の手引き書Ⅱ「感動ある授業づくりは彩湖自然学習センターから」刊行 

平成 15年 15月  第４７回埼玉県名刀展「美濃の刀工」開催 

平成 15年 18月  第１３回企画展「すてきな絵本の世界 －コールデコット賞受賞作品を中心に－」開催 

平成 15年 10月  第１９回特別展「戸田河岸と荒川の舟運」開催 

平成 16年 11月  第４回昔のくらし展「昔の道具とくらし展」開催 

平成 16年 13月  自然観察ハンドブック「彩湖の野草」刊行 

平成 16年 13月  市史調査報告書第１９集「戸田市関係新聞記事索引（平成Ⅱ）」刊行 

平成 16年 18月  第１４回企画展「楽しい石の世界」開催 

平成 16年 10月  第２０回特別展「彩湖」開催 

平成 17年 11月  第５回昔のくらし展「君もタイムトラベラー」開催 

平成 17年 12月  入館者５０万人達成 

平成 17年 13月  市史調査報告書第２０集「戸田市地図目録」刊行 

平成 17年 13月  郷土博物館調査報告書第６集「市川和夫標本コレクション鱗翅類目録」刊行 

平成 17年 18月  第１５回企画展「埴輪のいろいろ」開催 

平成 17年 10月  条例改正（条例第６条休館日の改定により郷土博物館・彩湖自然学習センターとも開館日を増やす） 

平成 17年 10月  第２１回特別展「食べ物 いま むかし ～子どもたちを取り巻く世界～」開催 

平成 18年 11月  第６回昔のくらし展「くらしの道具ものがたり」開催 

平成 18年 17月  第１６回企画展「おめでとう！４０歳」開催 

平成 18年 19月  企画展関連事業「市制施行４０周年記念パネル展」開催 

平成 18年 10月  第２２回特別展「時は、弥生から古墳へ」開催 

平成 19年 11月  第７回昔のくらし展「探検！昔のくらし」開催 

平成 19年 13月  郷土博物館活用の手引き書「博物館を活用した実践事例集Ⅲ」刊行 

平成 19年 17月  第２３回特別展「真夏の夜の華 ～戸田橋花火大会の歴史をひもとく～」開催 

平成 19年 10月  第１７回企画展「荒川水系の伝統漁撈」開催 

平成 20年 11月  第８回昔のくらし展「発見！昔の道具 ～環境にやさしいくらし～」開催 

平成 20年 12月  郷土博物館調査報告書第７集「金子家住宅調査報告書」刊行 

平成 20年 14月  組組織織改改正正にによよりり図図書書館館とと郷郷土土博博物物館館（（彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターーをを含含むむ。。））がが統統合合さされれるる 

平成 20年 17月  第２４回特別展「星へのあこがれ」開催 

平成 20年 11月  第１８回企画展「古の道と川端のくらし ～下笹目・美女木の原風景と想い～」開催 

平成 21年 11月  第９回昔のくらし展「たんけん 昔のくらし」開催 

平成 21年 16月  戸戸田田市市アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターーをを館館内内へへ開開設設（6月 9日「国際アーカイブズの日」） 

平成 21年 17月  第１９回企画展「図書館・郷土博物館２５年大百科」開催 

平成 21年 18月  最新出土品展（巡回展）「地中からのメッセージ」開催 

平成 21年 10月  第２５回特別展「月光浴びて飛翔する狩人 ～みみずくとその仲間たち～」開催 

平成 21年 11月  開開館館二二十十五五周周年年 

平成 21年 12月  開館２５周年記念コンサート（東邦音楽大学フルートオーケストラ“ベル・ソナ”）開催 

平成 22年 11月  第１０回昔のくらし展「発見！ 昔のくらし」開催 

平成 22年 13月  博学連携の手引き書「博物館・自然学習センターを活用した実践事例集Ⅳ」刊行 

平成 22年 17月  第２０回企画展「豊かな恵みと生きものたち」開催 

平成 22年 18月  入館者603,329（ﾐﾐﾂｸ）人目の入館者に記念品を贈呈 

平成 22年 10月  第２６回特別展「鍼・脈・薬～戸田の医療史～」開催 

平成 22年 10月  巡回展「埼玉ゆかりの偉人展」開催 

平成 23年 11月  第１１回昔のくらし展「たんけん 昔のくらし」開催 

平成 23年 13月  東東日日本本大大震震災災にに伴伴いい２２日日間間のの臨臨時時休休館館 

平成 23年 14月  全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東部会の会長館及び事務局（25年 3月まで） 

平成 23年 17月  第２１回企画展「イレモノいろいろ～うつわの今昔～」開催 

    戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

平成23年 19月  ほるたま展２０１１（巡回展）「遺跡に残された古代の技とものづくり」開催 

平成 23年 10月  第２７回特別展「とだっこ、旅にでる～なつかしの教育旅行とその風景～」開催 

平成 23年 11月  戸田市制４５周年「戸田市の発展の記録展」をイオン北戸田ショッピングセンターで開催 

平成 24年 11月  第１２回昔のくらし展「はっけん 昔のくらし」開催 

平成 24年 14月  全国歴史資料保存利用機関連絡協議会関東部会の会長館及び事務局（25年 3月まで） 

平成 24年 14月  第５５回埼玉県名刀展「古刀の美～もののふのこころ～」開催 

平成 24年 14月  第２８回特別展「戸田の消防～災害から地域を守る～」開催 

平成 24年 10月  第２２回企画展「戸田の絵馬～人々の祈願と感謝～」開催 

平成 25年 11月  第１３回昔のくらし展「たんけん 昔のくらし」開催 

平成 25年 17月  第２３回企画展「とだっこのおもちゃ箱」開催 

平成 25年 10月  第２９回特別展「異文化への舟渡し～グローバル化と戸田～」開催 

平成 26年 11月  第１４回昔のくらし展「はっけん 昔のくらし」開催 

平成 25年 17月  第２４回企画展「彩湖・道満の生きものたちの声」開催 

平成 26年 10月  常設展示室照明設備及び固定ケース照明等修繕 

平成 26年 10月  開開館館三三十十周周年年記記念念式式典典（地元の博物館功労者への感謝状授与式と第３０回特別展の内覧会） 

平成 26年 10月  第３０回特別展「将軍家の鷹場～戸田筋～」開催 

平成 27年 11月  第１５回昔のくらし展「たんけん 昔のくらし」開催 

平成 27年 11月  第２５回企画展「戦争と人々の暮らし～戦後１２０年・１１０年・７０年～」開催 

平成 27年 10月  第３１回特別展「戸田ボートコース物語～オリンピックがやってきた！～」開催 

平成 27年 12月  常設展示室照明防犯対策修繕（露出展示コーナーアクリルフェンス等改修） 

平成 28年 11月  常設展示室照明防犯対策修繕（常設展示室・アーカイブズ・センター防犯カメラ設置） 

平成 28年 11月  第１６回昔のくらし展「発見 昔のくらし」開催 

平成 28年 17月  第３２回特別展「埴輪が語る戸田市の古墳時代」開催 

平成 28年 10月  第２６回企画展市制施行５０周年記念「今昔写真帳～戸田市の歩み～」開催 

平成 29年 11月  第１７回昔のくらし展「たんけん！発見 昔のくらし」開催 

平成 29年 17月    第３３回特別展「人生のはじまりからおわりまで」開催 

平成 29年 10月  第１８回昔のくらし展「発見 昔のくらし」開催 

平成 30年 11月  ロビー企画展「よみがえるプラネタリウム」開催 

平成 30年 14月  組組織織改改正正にによよりり図図書書館館とと郷郷土土博博物物館館（（彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターーをを含含むむ。。））がが生生涯涯学学習習課課にに統統合合  

さされれ、、文文化化財財保保護護事事業業がが郷郷土土博博物物館館担担当当のの業業務務にに付付加加さされれるる  

平成30年 14月  10月から始まる設備改修の準備のため、長期休館 

 この間、収蔵資料の仮設収蔵庫等への移動（8月～9月） 

平成 30年 10月    仮事務室(〒335-0015 戸田市川岸2－4－8 戸田市立心身障害者福祉センター3階)で執務等 

 実施（令和2年 2月 12日まで） 

令和 元年 18月  常設展示室リニューアルに関するディスプレイ業者と契約（令和2年 1月 31日まで） 

令和 元年 19月  公募により、彩湖自然学習センターの愛称を「みどりパル」に決定 

令和 12年 11月  仮設収蔵庫から郷土博物館収蔵庫へ資料の移動（1/15,17,22,24） 

令和 12年 12月  郷土博物館収蔵庫、常設展示室等３階、１階の諸室の燻蒸（2/3～2/12） 

 燻蒸後、仮事務室から引っ越しし、新たな事務室（２階）で執務再開 

令和 12年 14月  常設展示室リニューアルオープン予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大予防・緊急 

 事態宣言発出により臨時休館（4/1～5/31） 

令和 12年 16月  リリニニュューーアアルルオオーーププンン（（６６月月１１日日）） 

令和 12年 17月  夏季ロビー展「昔の人から学ぶ！涼しく過ごす生活の知恵」開催 

令和 12年 10月  秋季ロビー展「クローズアップ彩湖 昆虫編」開催 

令和 13年 11月  緊急事態宣言発出により臨時休館（1/12～3/21） 

令和 13年 13月  第１９回昔のくらし展「たんけん 昔のくらし」開催  

令和 13年 17月  第２７回企画展「１９６４～戸田に聖火が灯る～」開催  

令和 13年 19月  文化財ロビー展「戸田市指定無形文化財写真展」開催  

令和 13年 10月  秋季ロビー展「クローズアップ彩湖 植物編」開催  

令和 14年 11月  第２０回昔のくらし展「はっけん 昔のくらし」開催 

令和 14年 13月  戸田市郷土博物館ビジョン策定（計画期間：令和４年度～令和８年度）  
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  ●●  施施設設・・設設備備  ●●  

 

名     称   戸田市立郷土博物館 

所  在  地   戸田市大字新曽1707番地  電話 048-443-5600 FAX048-442-8988 

敷 地 面 積   5,492㎡ 

建 物 構 造   鉄骨鉄筋コンクリート造 地上４階地下１階建 

建 設 面 積   2,152㎡ 

延 床 面 積   6,699㎡  図書館部分 3,610.9㎡  郷郷土土博博物物館館部部分分  33,,008888..11㎡㎡ 

工  事  費   1,908,101,000円 

設計料(監理含)      64,992,000円 

補  助  金     112,000,000円 

常設展示委託料     157,555,000円 

備 品 購 入 費          7,383,000円（Ｓ59・60年） 

 

各 室 一 覧 

［１階］ 

    洗浄室：11.9㎡ 消毒室：15.1㎡ 乾燥室：19.8㎡ 荷解室：21.0㎡ 

   ［２階］ 

    事務室（図書館と共用）：98.9㎡ 

     アーカイブズ・センター（閲覧室兼事務室）：132.5㎡ 整理予備室：23.6㎡ 文書庫：91.7㎡  

書庫：26.2㎡ 

   ［３階］ 

    常設展示室：560.9㎡  特別展示室：138.0㎡ 講座室：147.2㎡ 

     収蔵庫Ⅰ：62.2㎡ 収蔵庫Ⅱ：62.2㎡ 収蔵庫Ⅲ：82.3㎡ 収蔵庫Ⅳ：62.2㎡  

収蔵庫Ⅴ：42.8㎡ 収蔵庫Ⅵ：120.0㎡ 展示備品室：52.3㎡ 

準備室Ⅰ：22.8㎡ 準備室Ⅱ：13.3㎡ 準備室Ⅲ：25.4㎡  刊行物保管室：20.7㎡ 

学芸員室：51.4㎡ 撮影室：34.1㎡ 予備室：17.1㎡ 

      [中地下の一部] 

         戸田市史等関連書庫  

 

工事関係者一覧 

［監    理］ 戸田市建設部建築課 

［設計・監理］ (株)日建設計 

［建 築 工 事］ (株)熊谷組北関東支店 

［電 気 工 事］ 千歳電気工業(株)埼玉営業所 

［空 調 工 事］ 新日本空調(株) 

［衛 生 工 事］ 細井設備(株)戸田支店 

［昇降設備工事］ 日本オーチスエレベーター(株)東京支店 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

名     称   戸田市立郷土博物館 分館 彩湖自然学習センター（みどりパル） 

所  在  地   戸田市大字内谷2887番地  電話 048-422-9991 FAX048-422-9993 

延 床 面 積   1,068㎡ 

展 示 面 積   406.71㎡ 

 

  常設展示室テーマ 

   [１階] 水中のふしぎ 

   [２階] 水辺のふしぎ  

[３階] 草原・湿原のふしぎ 

   [４階] 林のふしぎ 

   [５階] 荒川の環境と人 

設備改修工事関係業者一覧 

（平成30年 10月 1日～令和2年 1月 31日） 

［監    理］ 戸田市財務部資産経営室 

［設計・監理］ (株)工藤孝建築設計事務所 

［施  行  者］ (株)島村工業 

［電 気 工 事］ 中村電設工業(株) 

［機 械 設 備］ 大成温調(株) 

［サイン工事］ (株)アボック社 
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  戸戸田田市市立立郷郷土土博博物物館館要要覧覧  【【令令和和 22 年年度度】】    
 

 

  戸戸田田市市立立郷郷土土博博物物館館要要覧覧  【【令令和和 22 年年度度】】    
 

 

  戸戸田田市市立立郷郷土土博博物物館館要要覧覧  【【令令和和 22 年年度度】】    
 

 

 ● 施設・設備 ●   

 

名     称   戸田市立郷土博物館 

所  在  地   戸田市大字新曽 1707番地  電話 048-443-5600 FAX048-442-8988 

敷 地 面 積   5,492㎡ 

建 物 構 造   鉄骨鉄筋コンクリート造 地上４階地下１階建 

建 設 面 積   2,152㎡ 

延 床 面 積   6,699㎡  図書館部分   3,610.9㎡ 郷土博物館部分 3,088.1㎡ 

工  事  費   1,908,101,000円 

設計料(監理含)      64,992,000円 

補  助  金     112,000,000円 

常設展示委託料     157,555,000円 

備 品 購 入 費       7,383,000円（Ｓ59・60年） 

 

各 室 一 覧 

［１階］ 

    洗 浄 室：11.9㎡ 消 毒 室：15.1㎡ 乾 燥 室：19.8㎡ 荷 解 室：21.0㎡ 

   ［２階］ 

    事 務 室（図書館と共用） 98.9㎡ 

     アーカイブズ・センター（閲覧室兼事務室）：132.5㎡ 整理予備室：23.6㎡ 文 書 庫：91.7㎡  

書   庫：26.2㎡ 

   ［３階］ 

   常設展示室：560.9㎡  特別展示室：138.0㎡ 講座室：147.2㎡ 

    収蔵庫Ⅰ：62.2㎡ 収蔵庫Ⅱ：62.2㎡ 収蔵庫Ⅲ：82.3㎡ 収蔵庫Ⅳ：62.2㎡ 

    収蔵庫Ⅴ：42.8㎡ 収蔵庫Ⅵ：120.0㎡ 展示備品室：52.3㎡ 

    準備室Ⅰ：22.8㎡ 準備室Ⅱ：13.3㎡ 準備室Ⅲ：25.4㎡  刊行物保管室：20.7㎡ 

    学芸員室：51.4㎡ 撮影室：34.1㎡ 予備室：17.1㎡ 

      [中地下の一部] 

        戸田市史等関連書庫  

 

工事関係者一覧 

［監    理］ 戸田市建設部建築課 

［設計・監理］ (株)日建設計 

［ 建 築 工 事 ］ (株)熊谷組北関東支店 

［ 電 気 工 事 ］ 千歳電気工業(株)埼玉営業所 

［ 空 調 工 事 ］ 新日本空調(株) 

［ 衛 生 工 事 ］ 細井設備(株)戸田支店 

［昇降設備工事］ 日本オーチスエレベーター(株)東京支店 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

  

名     称   戸田市立郷土博物館 分館 彩湖自然学習センター 

所  在  地   戸田市大字内谷 2887番地  電話 048-422-9991 FAX048-422-9993 

延 床 面 積   1,068㎡ 

展 示 面 積   406.71㎡ 

 

  常設展示室テーマ 

   [１階] 水中のふしぎ 

   [２階] 水辺のふしぎ  

[３階] 草原・湿原のふしぎ 

   [４階] 林のふしぎ 

   [５階] 荒川の環境と人 

設備改修工事関係業者一覧（平成 30年 10月 1日～令

和 2年 1月 31日） 

［監    理］ 戸田市財務部資産経営室 

［設計・監理］ (株)工藤孝建築設計事務所 

［ 施 行 者 ］ (株)島村工業 

［ 電 気 工 事 ］ 中村電設工業(株) 

［ 機 械 設 備 ］ 大成温調(株) 

［サイン工事］ (株)アボック社 

予備室

準備室Ⅱ

準備室Ⅰ

収蔵庫Ⅱ

常設展示室

収蔵庫Ⅰ
学芸員室

撮
影
室

収蔵庫Ⅲ

収蔵庫Ⅳ

収蔵庫Ⅴ

収蔵庫Ⅵ

刊行物
保管室

展示備品室

洗浄室

授乳室

整
理

予
備
室

文書庫

戸田市
アーカイブズ・センター

博物館事務室

図書館
事務室

　
作業室

書庫

車庫

消毒室

荷解室

整理
予備室

警備防災センター

休
憩
室

乾
燥
室

〈中地下〉保管室

特別展示室

講座室
準
備
室
Ⅲ

録音室 調整室

視聴覚室
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  ●●  組組織織（（職職員員））・・郷郷土土博博物物館館協協議議会会  ●●      

(令和４年４月現在) 

 

 

 

 

                       

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸戸田田市市立立郷郷土土博博物物館館協協議議会会  

 

 

 

 

郷土博物館協議会は、博物館法第２０条及び 

戸田市立郷土博物館条例第９条に基づく諮問 

機関で戸田市教育委員会が委嘱する。 

館の運営に関して館長の諮問に応ずるととも 

に、館長に対して提言や意見を述べることがで 

きる。 

定員は１０名以内で、任期は２年。 

 

 

 

 

No. 氏  名 選 出 区 分 

１ 佐 藤 勝 巳 社会教育関係者 

２ 若 松 良 一 社会教育関係者 

３ 板 橋   哲 学校関係者 

４ 長谷川   理 
家庭教育向上に資する活動を
行う者 

５ 寿 原 淑 郎 学識経験者 

６ 伊 藤 裕 厚 学識経験者 

７ 御園生 誠 子 公募による市民 

戸田市立郷土博物館協議会（＊） 

高 

屋 

勝 

利 

生
涯
学
習
課
課
長
・
郷郷
土土
博博
物物
館館
長長 

教

育

部

長 

教 
 
 

育 
 
 

長 

教 

育 

委 

員 

会 

教
育
委
員
会
事
務
局
次
長 

長 

郷郷土土博博物物館館  

 主  幹（教育政策室兼務 指導主事）若村 健一（＊＊） 

主  幹（中世史）     本 橋   洋 

主  事（文学）      金 子 遥 奈 

主  事（考古・文化財）  今  井  源  吾 

 学 芸 員（中世史）     山 内 朋 子 

 学 芸 員（民俗）      亀 山 沙 希 

 学 芸 員（中世史）     宮 澤 和 気 

事 務 職（学芸補助・事務） １名 

                                                  

【埋蔵文化財等整理室】（喜沢小学校）（＊＊＊） 

事 務 職（図面整理） ３名 

  技 能 員（試掘調査） 延べ１９名 

 

【アーカイブズ・センター】 

司  書（行政資料・史料整理） 榎 本  彩 

事 務 職（史料整理） ３名 

                            

郷郷土土博博物物館館分分館館：：彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー（（みみどどりりパパルル））  

 主  幹（教育政策室兼務 指導主事）杉森 雅之（＊＊） 

 主  幹 (事務)            名 古 屋 俊 之 

主   任（事務）       飯 尾 義 明 

学 芸 員（天文）       當 麻 景 一 

 学 芸 員（生物）        山 本 理 香 

 学 芸 員（生物）       髙 津 亜矢子 

自然学習補助員       和 田 隆 則 

 自然学習補助員            寺 井 幸 子 

（＊）令和2年4月 1日から図書館は指定管理者

が運営することとなり、協議会は郷土博物館単独

となった。 

 

（＊＊）教育政策室の指導主事で、博学連携担当。

学校との連絡調整、博物館での授業を総括する。 

 

（＊＊＊）平成３０年４月１日からの組織改正

に伴い生涯学習課が所管していた「文化財保護

事業」が郷土博物館の職掌に加わった。 
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  ●●  予予算算  ●●      

 

エクセルデータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算・決算

 郷土博物館費歳出額 （単位：千円）

前年度
予算比

構成比

 総　　　　　額 ２３,４２２ １５,５７５ ２０,５４８

 １　報　　　酬 ７,５２６ ６,４０５ ７,９５６

 ３　職員手当等 １,３６７ １,１５０ １,５０９

 ４　共　済　費 １,１６６ １,１２３ １,８１１

 ７　報　償　費 ２６０ ３１ ２２０

 ８　旅　　　費 ４０８ ３６４ ５４７

 10  需　用　費 ２,４８４ １,５３６ ２,９１６

 11  役　務　費 １１８ １１３ ４０７

 12　委　託　料 ７,０２４ ４,２４５ ４,３４０

 13　使用料及び賃借料 ３,０２３ ５３８ ５７４

 17  備品購入費 ０ １９ １８７

   負担金補助及び
交付金

４６ ５１ ８１

 彩湖自然学習
 センター費歳出額

（単位：千円）

前年度
予算比

構成比

 総　　　　　額 ２７,４７５ ２７,９７２ ３１,９３８

 １　報　　　酬 ８,２１５ ８,４０２ ９,０６３

 ３　職員手当等 ９７１ ９８５ １,０４１

 ４　共　済　費 ７７７ ６６１ １,１７６

 ７　報　償　費 ２２７ ２０２ ３８０

 ８　旅　　　費 ５５０ ６３１ ９２９

 10  需　用　費 ４,４１２ ４,３８５ ４,７６５

 11  役　務　費 ３０３ ２８２ ３８１

 12　委　託　料 １０,６５３ １１,０６１ １３,２０４

使用料及び賃借料 ７６０ ８７４ ９２９

 15　原材料費 １２ ４ ２２

 17  備品購入費 ５５７ ４４７ ０

   負担金補助及び
交付金

３８ ３８ ４８

 市史編さん費歳出額 （単位：千円）

前年度
予算比

構成比

 総　　　　　額 ５,７４５ ６,７５３ ８,４２５

 １　報　　　酬 ４,０９８ ５,１６０ ５,４６７

 ３　職員手当等 ４６１ ６８５ ７１８

 ４　共　済　費 ４６３ ４３２ ７７０

 ７　報　償　費 １２０ １８０

 ８　旅　　　費 １５３ ９１ １７９

 10  需　用　費 ４５６ １８６ ９２０

 11  役　務　費 ７ ４ １０５

 12　委　託　料 ８ ５ １１

 17  備品購入費 ４４ １５ ２０

   負担金補助及び
交付金

５５ ５５ ５５

※※決決算算額額のの千千円円未未満満はは、、適適宜宜自自分分でで四四捨捨五五入入でで調調整整

予算科目
令和２年度

決算
令和３年度

決算

令和３年度
決算

令和４年度
当初予算

予算科目
令和２年度

決算
令和３年度

決算

予算科目
令和２年度

決算

令和４年度
当初予算

令和４年度
当初予算
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エクセルデータ 

郷土博物館刊行物一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郷郷土土博博物物館館刊刊行行物物一一覧覧
種　類 名　　　称 頒布価格（円）

常設展 常設展示図録 1,000

企画展 第17回企画展　「荒川水系戸田周辺の漁撈用具」 200

第１・２・４・７・10・11・14・15・16・17・18・25・29回特別展図録 在庫切れ

第３回特別展　「－ふるさとの心－戸田市の文化財」 560

第５回特別展　「戸田の動物」 600

第６回特別展　「戸田のよそおい」 700

第８回特別展　「戸田の民俗芸能」 700

第９回特別展　「化石展－よみがえる太古の世界－」 750

第12回特別展 「祈りと美－戸田市の文化財Ⅱ－」 750

第13回特別展 「戸田村－幕末・ロシアの風－」 1,000

第19回特別展 「戸田河岸と荒川の舟運」 800

第20回特別展 「彩湖」 800

第21回特別展 「食べ物　いま　むかし」 800

第22回特別展 「時は、弥生から古墳へ」 800

第23回特別展 「真夏の夜の華－戸田橋花火大会の歴史をひもとく－」 1,200

第24回特別展 「星へのあこがれ」 800

第26回特別展 「鍼・脈・薬～戸田の医療史～」 1,000

第27回特別展 「とだっこ、旅にでる～なつかしの教育旅行とその風景～」 1,000

第28回特別展 「戸田の消防～災害から地域を守る～」 1,000

第30回特別展 「将軍家の鷹場～戸田筋～」 1,000

第31回特別展 「戸田ボートコース物語～オリンピックがやってきた！～」 1,000

第32回特別展 「埴輪が語る戸田市の古墳時代」 1,000

第33回特別展 「人生のはじまりからおわりまで」 1,000

研究紀要第１・２・３・10・12・13・15・22号 在庫切れ

研究紀要第４号 500

研究紀要第５号 800

研究紀要第６号 800

研究紀要第７号 1,300

研究紀要第８号 1,300

研究紀要第９号 1,350

研究紀要第11号 1,200

研究紀要第14号 800

研究紀要第16号 800

研究紀要第17号 800

研究紀要第18号 1,000

研究紀要第19号 800

研究紀要第20号 500

研究紀要第21号 300

研究紀要第23号 480

研究紀要第24号 550

研究紀要第25号 500

研究紀要第26号 500

研究紀要第27号 500

研究紀要第28号 700

研究紀要第29号 750

研究紀要第30号 600

戸田市動物誌 3,200

戸田市動物ガイド 1,300

彩湖の野草 在庫切れ

戸田市の指定文化財＜増補版＞ 1,000

調査報告書第１集　「中町念仏踊りおいねさん」 400

調査報告書第２集　「下戸田ささら獅子舞」 1,300

調査報告書第３集　「戸田の民謡」　（CD付）　 2,000

調査報告書第４集　「戸田市の祭り囃子・神楽」 1,600

調査報告書第５集　「戸田市の農業」 1,150

調査報告書第６集　「市川和夫標本コレクション鱗翅類目録」 1,000

調査報告書第７集　「金子家住宅調査」 700

調査報告書第８集　「収蔵文書目録(１)」 750

調査報告書第９集　「写真でみる戸田市の移り変わり」 1,400

調査報告書第10集　「収蔵文書目録(２)」 1,600

博物館だより 郷土博物館だより　第１号～第48号 無料

特別展
図　 録

調査報告書等

研究紀要
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戸田市史等刊行物一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市市史史等等刊刊行行物物一一覧覧
種　類 名　　　称 頒布価格（円）

資料編　一　原始・古代・中世 3,000

資料編　二　近世１ 2,000

資料編　三　近世２ 3,000

資料編　四　近代・現代１ 2,800

資料編　五　近代・現代２ 3,000

民俗編 4,600

通史編　上 3,500

通史編　下 3,000

昭和から平成へ 3,000

戸田市いまむかし 在庫切れ

戸田市史年表 750

第２・４・１０集 在庫切れ

第１集　戸田市諸家所蔵文書目録（１） 1,100

第３集　戸田市諸家所蔵文書目録（２） 1,300

第５集　戸田市の地質（１） 1,500

第６集　下戸田の民俗 1,300

第７集　戸田市諸家所蔵文書目録（３） 1,500

第８集　戸田市の石造物 1,600

第９集　戸田市諸家所蔵文書目録（４） 1,650

第11集　戸田市の地質（２） 1,400

第12集　新曽・上戸田の民俗 1,700

第13集　戸田市諸家所蔵文書目録（５） 1,400

第14集　戸田市諸家所蔵文書目録（６） 1,200

第15集　戸田市関係新聞記事索引（明治・大正） 1,250

第16集　戸田市関係新聞記事索引（昭和） 950

第17集　戸田市関係新聞記事索引（昭和Ⅱ） 850

第18集　戸田市関係新聞記事索引（昭和Ⅲ・平成） 750

第19集　戸田市関係新聞記事索引（平成Ⅱ） 700

第20集　戸田市地図目録 500

第21集　戸田市地図目録Ⅱ 350

第22集　戸田市関係新聞記事索引（平成Ⅲ） 700

第１・２・３・４・７・８号 在庫切れ

第５号　（戸田市の板碑について　他） 600

第６号　（戸田市の水生植物および湿性植物　他） 800

第９号　（方形周溝墓と火　他） 600

第10号　（戸田市における水系の沿革　他） 900

第11号　（戸田市域における「旧堤防」について　他） 600

第12号　（中山道一里塚の研究、戸田競艇組合設立前史） 600

市　　史

市史調査報告

市史研究
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  ●●  入入館館者者数数のの推推移移  ●●    

郷郷土土博博物物館館 

常常設設展展示示室室 

※平成７年１２月から平成８年３月までは、常設展示室改修につき閉鎖 

※平成２９年８月１６日から８月３０日まで電気設備故障による停電のため臨時休館 

※平成３０年４月１日から令和２年３月３１日まで図書館・郷土博物館の設備改修工事により休館 

※令和２年４月１日から５月３１日まで新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため臨時休館 

※令和３年１月１２日から３月２１日まで新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため臨時休館 

 

  

特特別別展展示示室室  

※平成２９年８月１６日から８月３０日まで電気設備故障による停電のため臨時休館 
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彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー  

※平成２９年１月４日から３月３１日、国土交通省荒川上流河川事務所による設備改修のため臨時休館 

※令和元年１０月１２日から１０月２５日まで台風による彩湖冠水のため臨時休館 

※令和２年３月４日から５月３１日まで新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため臨時休館 

※令和３年１月１２日から３月２１日まで新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため臨時休館 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

3年度

2年度

元年度

30年度

29年度

28年度

27年度

26年度

25年度

24年度

23年度

22年度

21年度

20年度

19年度

18年度

17年度

16年度

15年度

14年度

13年度

12年度

11年度

10年度

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 



－ 17 －－ 16 －

戸田市立郷土博物館要覧　【令和４年度】戸田市立郷土博物館要覧　【令和４年度】     戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

 

 

 

 

 

  ●●  入入館館者者数数  ●●      

郷郷土土博博物物館館  
 

 

 
 

月 
常  設  展 

月 
常  設  展 

入館者数 開館日数 １日平均 入館者数 開館日数 １日平均 

４      738  （人)  27   (日)   27.33  (人) 10     773  (人)    29   （日)  26.66  (人) 

５     632 28    22.57 11      530  26   20.38 

６     433 27 16.04 12      477    26   18.35 

７   1,111 29  38.31 １     753    25   30.12 

８   1,061 28  37.89 ２     914    26 35.15 

９     618 22  28.09 ３     660    28   23.57 

合         計  8,700 321 27.10 

 
 

 

 

 
 

月 
特 別 展 等 

月 
特 別 展 等 

入館者数 開館日数 １日平均 入館者数 開館日数 １日平均 

４      －  （人)      －   (日)      －   (人) 10    396  （人)  17   (日) 23.29  (人) 

５ － － － 11    364    26 14.00 

６ － － － 12       71     5 14.20 

７    845    14  60.36 １    751 15  50.07 

８  1,107    28 39.54 ２     977  26  37.58 

９  443      15     29.53 ３     272   6   45.33 

合         計  5,226 152 34.38 

 

 

 

彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー 

月 
常  設  展 

月 
常  設  展 

入館者数 開館日数 １日平均 入館者数 開館日数 １日平均 

４    1,067  (人)      27   (日)   39.52   (人) 10   1,560  (人)    29   (日)  53.79  (人) 

５   1,551 28   55.39 11    1,463 26    56.27 

６     793 27 29.37 12   1,141 26   43.88 

７   1,195 29 41.21 １    1,032     25 41.28 

８   1,818 28 64.93 ２   1,096    26  42.15 

９   1,399 27 51.81 ３   1,148     28   41.00 

合         計   15,263 326 46.82 

 

 

 

 

 

  令令和和３３年年度度事事業業報報告告                                                  

常常設設展展示示室室  

特特別別展展示示室室・・３３階階ロロビビーー  

    戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

  ●●  展展示示事事業業  ●●      

 

郷郷土土博博物物館館展展示示事事業業  

展示種別 展   示   名   称 
観覧者数 

参加者数 
展示期間等 

夏季展示会 第２７回企画展「１９６４～戸田に聖火が灯る～」 2,179人 7/17～9/5 

夏季展示会 

関連事業 
クイズラリー「みて！さがして！とだはくクイズ！」 499人 8/1～9/5 

文化財展示会 文化財ロビー展「戸田市指定無形文化財写真展」 352人 9/19～10/9 

秋季展示会 秋季ロビー展「クローズアップ彩湖 植物編」 695人 10/23～12/5 

昔のくらし展 第２０回昔のくらし展「はっけん 昔のくらし」 2,000人 R4.1/15～3/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー展展示示事事業業 

展示種別 展   示   名   称 
観覧者数 

参加者数 
展示期間等 

彩湖然学習センター 
写真パネル展 

「彩湖・自然にカシャッ！」 

（会場：彩湖自然学習センター） 
－ R3.4/1～5/5 

「彩湖・自然にカシャッ！」 

（会場：市役所） 
－ R3.5/7～5/28 

「彩湖・自然にカシャッ！」 

（会場：彩湖自然学習センター） 
－ R4.3/1～3/31 

彩湖自然学習センター
所蔵パネル・昆虫標本
展示 

「戸田市のホッとな自然と魅力を再ハッ

見！」（会場：イオンモール北戸田） 
－ R3.9.29～10/3 

彩湖自然学習センター 
エレベータ展示 

「今月の彩湖」 － 月毎に展示替えを実施 
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●● 展展示示事事業業 ●●

郷郷土土博博物物館館展展示示事事業業

展示種別 展 示 名 称
観覧者数

参加者数
展示期間等

夏季展示会 第２７回企画展「１９６４～戸田に聖火が灯る～」 人 ～

夏季展示会

関連事業
クイズラリー「みて！さがして！とだはくクイズ！」 人 ～

文化財展示会 文化財ロビー展「戸田市指定無形民俗文化財写真展」 人 ～

秋季展示会 秋季ロビー展「クローズアップ彩湖 植物編」 人 ～

昔のくらし展 第２０回昔のくらし展「はっけん 昔のくらし」 人 ～

彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー展展示示事事業業

展示種別 展 示 名 称
観覧者数

参加者数
展示期間等

彩湖然学習センター
写真パネル展

「彩湖・自然にカシャッ！」

（会場：彩湖自然学習センター）
－ ～

「彩湖・自然にカシャッ！」

（会場：市役所）
－ ～

「彩湖・自然にカシャッ！」

（会場：彩湖自然学習センター）
－ ～

彩湖自然学習センター
所蔵パネル・昆虫標本
展示

「戸田市のホッとな自然と魅力を再ハッ

見！」（会場：イオンモール北戸田）
－ ～

彩湖自然学習センター
エレベータ展示

「今月の彩湖」 － 月毎に展示替えを実施

「１９６４～戸田に聖火が灯る～」 「彩湖・自然にカシャッ！」

ポスター

    戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

  ●●  展展示示事事業業  ●●      

 

郷郷土土博博物物館館展展示示事事業業  

展示種別 展   示   名   称 
観覧者数 

参加者数 
展示期間等 

夏季展示会 第２７回企画展「１９６４～戸田に聖火が灯る～」 2,179人 7/17～9/5 

夏季展示会 

関連事業 
クイズラリー「みて！さがして！とだはくクイズ！」 499人 8/1～9/5 

文化財展示会 文化財ロビー展「戸田市指定無形文化財写真展」 352人 9/19～10/9 

秋季展示会 秋季ロビー展「クローズアップ彩湖 植物編」 695人 10/23～12/5 

昔のくらし展 第２０回昔のくらし展「はっけん 昔のくらし」 2,000人 R4.1/15～3/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー展展示示事事業業 

展示種別 展   示   名   称 
観覧者数 

参加者数 
展示期間等 

彩湖然学習センター 
写真パネル展 

「彩湖・自然にカシャッ！」 

（会場：彩湖自然学習センター） 
－ R3.4/1～5/5 

「彩湖・自然にカシャッ！」 

（会場：市役所） 
－ R3.5/7～5/28 

「彩湖・自然にカシャッ！」 

（会場：彩湖自然学習センター） 
－ R4.3/1～3/31 

彩湖自然学習センター
所蔵パネル・昆虫標本
展示 

「戸田市のホッとな自然と魅力を再ハッ

見！」（会場：イオンモール北戸田） 
－ R3.9.29～10/3 

彩湖自然学習センター 
エレベータ展示 

「今月の彩湖」 － 月毎に展示替えを実施 
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●● 教教育育普普及及事事業業 ●●

郷郷土土博博物物館館講講座座

講座等種別 講 座 等 の 名 称 回数 参加者 実施日

子ども体験ひろば

＊ 「火おこしにちょうせん」 ２ 中止

「リベンジ！火おこしにちょうせん」 ２ 人

＊ 「おうちで体験 はにわづくり」 １ セット

「お正月かざりをつくろう」 １ 組 人

「昔の道具を使ってみよう」 １ 人

＊ ：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止

＊ ：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、開催方法をキット頒布（６００円）に変更

「リベンジ！火おこしにちょうせん」 「お正月かざりをつくろう」

「彩湖自然体験ツアー」 「彩湖周辺の野鳥観察」

戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧 【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】

●● 教教育育普普及及事事業業 ●●

郷郷土土博博物物館館講講座座

講座等種別 講 座 等 の 名 称 回数 参加者 実施日

子ども体験ひろば

＊ 「火おこしにちょうせん」 ２ 中止

「リベンジ！火おこしにちょうせん」 ２ 人

＊ 「おうちで体験 はにわづくり」 １ セット

「お正月かざりをつくろう」 １ 組 人

「昔の道具を使ってみよう」 １ 人

＊ ：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止

＊ ：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、開催方法をキット頒布（６００円）に変更

「リベンジ！火おこしにちょうせん」 「お正月かざりをつくろう」

「彩湖自然体験ツアー」 「彩湖周辺の野鳥観察」

    戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

●●  教教育育普普及及事事業業  ●●      

郷郷土土博博物物館館講講座座  

講座等種別 講 座 等 の 名 称 回数 参加者 実施日 

子ども体験ひろば 

＊1「火おこしにちょうせん」 ２ 中止 6/19 

「リベンジ！火おこしにちょうせん」 ２ 15人 8/21 

＊2「おうちで体験 はにわづくり」 １ 19セット 10/16 

「お正月かざりをつくろう」 １ 5組 10人 12/18 

「昔の道具を使ってみよう」 １ 6人 R4.2/19 

＊1：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 

＊2：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、開催方法をキット頒布（６００円）に変更 
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彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー講講座座 

講座等種別 講 座 等 の 名 称 回数 参加者 実施日 

一般対象講座 

「春の野草を楽しもう」 1 21人 3. 5/ 9 

＊1「イモムシをさがそう」 1 中止 3. 5/23 

「彩湖の絵手紙をかこう①」 1 9人 3. 6/27 

「昆虫ウオッチング：夏」 1 16人 3. 7/18 

「ネイチャークラフト」 1 14人 3.10/ 3 

「彩湖自然体験ツアー」 1 14人 3.10/10 

＊2「彩湖でお月見」 1 中止 3.10/16 

「昆虫ウオッチング：秋」 1 17人 3.10/17 

「秋の彩湖を歩こう」 1 13人 3.10/24 

「オギのミミズクづくり」 1 23人 3.11. 7 

「部分月食観察会」 1 18人 3.11/19 

「彩湖の絵手紙をかこう②」 1 6人 3.11/21 

「春の七草」 1 12人 4. 1/ 9 

「冬の虫さがし」 1 17人 4. 2/ 6 

「竹を使ったものづくり」 1 20人 4. 2/20 

「天球儀づくり」 1 20人 4. 2/27 

「春の彩湖を歩こう」 1 15人 4. 3/21 

野鳥観察会 

(市民大学認定講座) 

 

＊1「彩湖周辺の野鳥観察①」 1 中止 3. 5/16 

「彩湖周辺の野鳥観察②」 1 18人 3.11/13 

「彩湖周辺の野鳥観察③」 1 19人 3.12/19 

「彩湖周辺の野鳥観察④」 1 13人 4. 1/16 

「彩湖周辺の野鳥観察会⑤」 1 19人 4. 2/13 

親子対象講座 

＊1「投網体験」 1 中止 3. 6/13 

＊1「ザリガニつり体験①」 1 中止 3. 6/19 

＊2「夜のいきものたち」 1 中止 3. 8/14 

「ザリガニつり体験②」 1 11人 3. 9/12 

「和凧をつくろう」 1 14人 3.12/ 4 

「木の実を使ったリースづくり」 1 20人 3.12/12 

「秘密の基地づくり」 1 16人 4. 1/23 

星空観察会 
「夏の星空」 1 15人 3. 8/28 

「冬の星空」 1 20人 4. 1/29 

こども対象講座 
＊1「はらっぱであそぼう」 1 中止 3. 5/30 

「昆虫標本をつくろう」 2 17人 3. 7/27 .7/28 

こども自然クラブ 

結団式、第１回 1 22人 3. 9/19 

第２回 1 22人 3.10/31 

第３回 1 22人 3.11/28 

第４回 解散式 1 20人 3.12/26 

彩湖☆わくわく 

２Ｄａｙｓ 

「日光写真」 

－ 85人 3.8/7.8/8 

「ひかる石をさがそう」 

「やさしい絵手紙」 

「針をつかわない標本」 

「ザリガニつり体験」 

＊1：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 ＊2：雨天・曇天のため中止 
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  ●●  博博学学連連携携事事業業  ●●    

郷郷土土博博物物館館博博学学連連携携事事業業  

博学連携事業の名称 実施期間 実施回数 参加者数 

＊1小学６年生郷土博物館授業（歴史学習） 11月 10回 1,266人 

＊1小学３年生郷土博物館授業（郷土学習） R4.2月 6回 1,357人 

＊2郷土博物館活用検討委員会 － － － 

＊2博学連携を考える研修会 
（※彩湖自然学習センターと共催） 

－ － － 

博物館学芸員による出張・館内受入授業支援 10/29 1回 129人 

＊2教員５年経験者研修における社会貢献活動体験研修 － － － 

戸田市小・中学校初任者教員施設体験研修 7/29 1回 12人 

＊2中学生社会体験チャレンジ事業・職場体験研修 － － － 

大学学芸員課程 博物館実習 7/28～8/6 7日間 5人 

 ＊1：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、オンラインで開催 
 ＊2：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 

 

○小学校への資料の貸出 

貸出先小学校／授業等 貸出時期 貸出資料 

川口市立芝中央小学校１年生 国語の授業 R4.1月 糸車 

笹目東小学校３年生 社会科 R4.1月 洗濯板、たらい、わらぞうり、七輪、羽釜、薬研 

戸田東小学校３年生 社会科 R4.2月 洗濯板、たらい、炭火アイロン 

笹目小学校３年生 社会科 R4.3月 洗濯板、たらい、炭火アイロン、薬研 

戸田第二小学校３年生 社会科 R4.3月 
洗濯板、たらい、糸車、肥桶（天秤棒とセット）、
炭火アイロン、おひつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー博博学学連連携携事事業業  

博学連携事業の名称 実施期間 実施回数 参加者数 

＊小学３年生彩湖自然学習センター授業（自然体験学習） － － － 

彩湖サイエンスサポートプログラム（出張授業・教材提供） R3.6月～R4.3月 13回 1,433人 

＊彩湖自然学習センター活用検討委員会 －  －   － 

＊教員５年経験者研修における社会貢献活動体験研修 － － － 

＊中学生社会体験チャレンジ事業・職場体験研修 － －  － 

＊：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 

 

戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧 【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】

●● 博博学学連連携携事事業業 ●●

郷郷土土博博物物館館博博学学連連携携事事業業

博学連携事業の名称 実施期間 実施回数 参加者数

＊ 小学６年生郷土博物館授業（歴史学習） 月 回 人

＊ 小学３年生郷土博物館授業（郷土学習） 月 回 人

＊ 郷土博物館活用検討委員会 － － －

＊ 博学連携を考える研修会
（※彩湖自然学習センターと共催）

－ － －

博物館学芸員による出張・館内受入授業支援 回 人

＊ 教員５年経験者研修における社会貢献活動体験研修 － － －

戸田市小・中学校初任者教員施設体験研修 回 人

＊ 中学生社会体験チャレンジ事業・職場体験研修 － － －

大学学芸員課程 博物館実習 ～ 日間 人

＊ ：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、オンラインで開催
＊ ：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止

○小学校への資料の貸出

貸出先小学校／授業等 貸出時期 貸出資料

川口市立芝中央小学校１年生 国語の授業 月 糸車

笹目東小学校３年生 社会科 月 洗濯板、たらい、わらぞうり、七輪、羽釜、薬研

戸田東小学校３年生 社会科 月 洗濯板、たらい、炭火アイロン

笹目小学校３年生 社会科 月 洗濯板、たらい、炭火アイロン、薬研

戸田第二小学校３年生 社会科 月
洗濯板、たらい、糸車、肥桶（天秤棒とセット）、
炭火アイロン、おひつ

彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー博博学学連連携携事事業業

博学連携事業の名称 実施期間 実施回数 参加者数

＊小学３年生彩湖自然学習センター授業（自然体験学習） － － －

彩湖サイエンスサポートプログラム（出張授業・教材提供） 月～ 月 回 人

＊彩湖自然学習センター活用検討委員会 － － －

＊教員５年経験者研修における社会貢献活動体験研修 － － －

＊中学生社会体験チャレンジ事業・職場体験研修 － － －

＊：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止

「小学３年生郷土博物館授業」

（オンライン開催）

彩湖サイエンスサポートプログラム
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●● 文文化化財財保保護護事事業業 ●●

１１ 文文化化財財のの保保存存・・活活用用

①文化財所有者等への補助金の交付

指定文化財の維持・管理を目的として、県指定文化財２件、市指定文化財２１件に対して、指定文化財管

理補助金を交付した。また、市指定文化財の上戸田氷川神社の力石及び旧羽黒山句碑・石造物の整備のた

め、文化財所有者である上戸田氷川神社に文化財保存事業費補助金を交付した。

②市内文化財の標柱と案内板の整備

上戸田氷川神社の力石及び旧羽黒山句碑・石造物の標柱の作成・設置及び説明版の板面張替えを行った。

③市指定天然記念物うばゆり保護育成調査

発芽３５株、うち１株の開花を確認。平成３０年度より調査員を委嘱せず。

④文化財講座

日時 令和３年１１月２７日（土）午後１時～午後３時

内容 戸田市史ある記マップの上戸田コースの文化財巡り

講師 当館学芸員

受講者数 １５人

⑤文化財講座

日時 令和３年１２月５日（日）午後２時～午後３時３０分

内容 「戸田の流行神 旧羽黒山と力石」

講師 戸田市文化財保護審議会委員 堀江清隆 氏

受講者数 １７人

⑥文化財防火訓練・点検

防火訓練は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、中止となった。

防火点検は、消防本部予防課協力のもと、平等寺、宝蔵院で文化財の保存状況及び消防設備の調査・確認

を行った。光明寺は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、自主点検とした。

日時 令和４年１月２６日（水）

防火訓練（消防本部警防課主催） 妙厳寺【中止】

防火点検（消防本部予防課協力） 平等寺、宝蔵院、光明寺（自主点検）

⑦文化財保護強調週間

令和３年１１月１日～令和３年１１月７日

広報戸田市１１月号に文化財特集記事「上戸田氷川神社の力石及び旧羽黒山関係石造物を見に行こう！」

を掲載した。

２２ 埋埋蔵蔵文文化化財財保保護護・・発発掘掘調調査査・・活活用用

①試掘・範囲確認調査 １３件

②発掘調査 ２件

前谷遺跡第１１次発掘調査（令和３年７月１２日～令和３年８月２５日）

鍛冶谷・新田口遺跡第１２次発掘調査（令和３年９月２９日～令和３年１０月１２日）

③埋蔵文化財の整理

南原遺跡第８次発掘調査、前谷遺跡第９次発掘調査、前谷遺跡第１０次発掘調査、前谷遺跡第１１時発掘

調査、鍛冶谷・新田口遺跡第１２次発掘調査

④発掘調査報告書の刊行

前谷遺跡第９次発掘調査報告書（令和３年８月刊行）、前谷遺跡第１０次発掘調査報告書（令和３年８月

刊行）、前谷遺跡第１１次発掘調査報告書（令和４年３月刊行）

３３ 民民俗俗芸芸能能のの振振興興

①市指定文化財の一般公開

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止。川岸の獅子頭、下戸田ささら獅子舞（秋）の一般公

開と公開日時の周知を広報戸田市に掲載予定であったが、公開自体が中止となった。

②文化財ロビー展「戸田市指定無形文化財写真展」の開催

コロナ禍により、活動・公開が中止となっている市指定無形文化財の写真パネルを展示し、無形文化財に

親しみを持ってもらえるよう市民等への周知を行った。

会期：令和３年９月１９日（日）～令和３年１０月９日（日）、観覧者数：３５２人

前谷遺跡第１１次発掘調査作業風景

    戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

  ●●  文文化化財財保保護護事事業業  ●●      

  

１１  文文化化財財のの保保存存・・活活用用  

①文化財所有者等への補助金の交付 

指定文化財の維持・管理を目的として、県指定文化財２件、市指定文化財２１件に対して、指定文化財管

理補助金を交付した。また、市指定文化財の上戸田氷川神社の力石及び旧羽黒山句碑・石造物の整備のた

め、文化財所有者である上戸田氷川神社に文化財保存事業費補助金を交付した。 

②市内文化財の標柱と案内板の整備 

上戸田氷川神社の力石及び旧羽黒山句碑・石造物の標柱の作成・設置及び説明板の板面張替えを行った。 

③市指定天然記念物うばゆり保護育成調査 

発芽３５株、うち１株の開花を確認。平成３０年度より調査員を委嘱せず。 

  ④文化財講座 

日時 令和３年１１月２７日（土）午後１時～午後３時 

内容 戸田市史ある記マップの上戸田コースの文化財巡り 

講師 当館学芸員 

受講者数 １５人 

⑤文化財講座 

日時 令和３年１２月５日（日）午後２時～午後３時３０分 

内容 「戸田の流行神 旧羽黒山と力石」 

講師 戸田市文化財保護審議会委員 堀江清隆 氏 

   受講者数 １７人 

  ⑥文化財防火訓練・点検 

防火訓練は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、中止となった。 

防火点検は、消防本部予防課協力のもと、平等寺、宝蔵院で文化財の保存状況及び消防設備の調査・確認

を行った。光明寺は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、自主点検とした。 

   日時 令和４年１月２６日（水） 

   防火訓練（消防本部警防課主催） 妙厳寺【中止】 

   防火点検（消防本部予防課協力） 平等寺、宝蔵院、光明寺（自主点検） 

  ⑦文化財保護強調週間 

   令和３年１１月１日～令和３年１１月７日 

   広報戸田市１１月号に文化財特集記事「上戸田氷川神社の｢力石｣と｢旧羽黒山関係石造物｣を見に行こう！」

を掲載した。 

 

２２  埋埋蔵蔵文文化化財財保保護護・・発発掘掘調調査査・・活活用用  

①試掘・範囲確認調査 １３件 

②発掘調査       ２件 

 前谷遺跡第１１次発掘調査（令和３年７月１２日～令和３年８月２５日） 

鍛冶谷・新田口遺跡第１２次発掘調査（令和３年９月２９日～令和３年１０月１２日） 

  ③埋蔵文化財の整理 

   南原遺跡第８次発掘調査、前谷遺跡第９次発掘調査、前谷遺跡第１０次発掘調査、前谷遺跡第１１次発掘

調査、鍛冶谷・新田口遺跡第１２次発掘調査 

  ④発掘調査報告書の刊行 

   前谷遺跡第９次発掘調査報告書（令和３年８月刊行）、前谷遺跡第１０次発掘調査報告書（令和３年８月

刊行）、前谷遺跡第１１次発掘調査報告書（令和４年３月刊行） 

 

３３  民民俗俗芸芸能能のの振振興興  

①市指定文化財の一般公開 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止。川岸の獅子頭、下戸田ささら獅子舞（秋）の一般公

開と公開日時の周知を広報戸田市に掲載予定であったが、公開自体が中止となった。 

  ②文化財ロビー展「戸田市指定無形文化財写真展」の開催 

   コロナ禍により、活動・公開が中止となっている市指定無形文化財の写真パネルを展示し、無形文化財に

親しみを持ってもらえるよう市民等への周知を行った。 

会期：令和３年９月１９日（日）～令和３年１０月９日（日）、観覧者数：３５２人 
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  ●●  資資料料及及びび史史料料のの活活用用状状況況  ●●      

  

１１  資資史史料料のの活活用用状状況況  

  

２２  資資史史料料のの収収集集  

  

３３  資資史史料料のの登登録録数数（（収収蔵蔵点点数数））  

郷郷土土博博物物館館資資料料  

資料分類 
地質 

(岩石等) 
植物 

(標本等) 

動物 

(剥製等) 
考古 歴史 民俗 美術工芸 文学 図書 計 

点 数 670 1,026 9,538 1,466 425 9,695 61 194 26,167 4499,,224422  

アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー史史料料  

資料分類 古文書 地域文献 市行政資料 市新聞記事 地図 ＡＶ 写真 
歴史的 

公文書 
計 

点 数 25,776 26,167 10,121 74,918 1,346 1,635 173,262 6,744 331199,,669966  

  

４４  資資史史料料のの作作業業整整理理状状況況（（整整理理件件数数））  

郷郷土土博博物物館館資資料料整整理理状状況況（（整整理理件件数数））  

資料分類 
地質 

(岩石等) 
植物 

(標本等) 

動物 

(剥製等) 
考古 歴史 民俗 美術工芸 文学 図書 計 

件 数 1 0 0 0 2,487 1,019 0 0 5,275 88,,778822  

アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー史史料料整整理理状状況況（（整整理理件件数数））  

資料分類 古文書 地域文献 市行政資料 市新聞記事 地図 ＡＶ 写真 
歴史的 

公文書 
計 

件 数 24,403 5,275 1,504 5,010 4,043 27 3,902 2,805 4466,,996699  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

利用形態 
博物館資料 アーカイブズ・センター史料 

申請件数 貸出点数 申請件数 利用点数 

館外貸出  １２件 １３７点 １７件  ３１点 

館内利用   ６件   ８５点   １９件  ３２４点 

新規寄贈件数 新規購入件数 行政文書収集 

１８件 １２１点 １件 １点 １７箱 

戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧 【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】

●● 資資料料及及びび史史料料のの活活用用状状況況 ●●

１１ 資資史史料料のの活活用用状状況況

２２ 資資史史料料のの収収集集

３３ 資資史史料料のの登登録録数数（（収収蔵蔵点点数数））

郷郷土土博博物物館館資資料料

資料分類
地質

岩石等

植物

標本等

動物

剥製等
考古 歴史 民俗 美術工芸 文学 図書 計

点 数

アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー史史料料

資料分類 古文書 地域文献 市行政資料 市新聞記事 地図 ＡＶ 写真
歴史的

公文書
計

点 数

４４ 資資史史料料のの作作業業整整理理状状況況（（整整理理件件数数））

郷郷土土博博物物館館資資料料整整理理状状況況（（整整理理件件数数））

資料分類
地質

岩石等

植物

標本等

動物

剥製等
考古 歴史 民俗 美術工芸 文学 図書 計

件 数

アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー史史料料整整理理状状況況（（整整理理件件数数））

資料分類 古文書 地域文献 市行政資料 市新聞記事 地図 ＡＶ 写真
歴史的

公文書
計

件 数

利用形態
博物館資料 アーカイブズ・センター史料

申請件数 貸出点数 申請件数 利用点数

館外貸出 １２件 １３７点 １７件 ３１点

館内利用 ６件 ８５点 １９件 ３２４点

新規寄贈件数 新規購入件数 行政文書収集

１８件 １２１点 １件 １点 １７箱
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戸田市立郷土博物館要覧　【令和４年度】戸田市立郷土博物館要覧　【令和４年度】戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧 【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】

●● アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー事事業業 ●●

年間を通して、古文書史料の修補、古写真の整理・デジタル化へ向けてのデータ化、新聞資料の整理・入力、

地図資料の整理、戸田市の行政刊行物の収集・整理・保存、資料閲覧請求に基づく公開等を実施。

令和３年度は、市史編さん室時代に刊行された目録掲載の文書を、個人情報の観点から専門家に依頼して総点

検を実施。膨大な量があるため、令和４年度以降も継続して実施。

令和４年３月１６日（水）・１７日（木）の両日、翌年度に保存年限満了を迎える行政文書の選別作業を実施。

アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー利利用用登登録録状状況況（（人人数数））

区分 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
年度

元年度
年度 年度

利用者数 － －

登録者数
（内数）

－ －

※利用者数：問い合わせ者や見学者なども含めた全ての利用者の人数

※登録者数：利用者のうち、資史料の閲覧に必要な「利用登録証」（発行から１年間有効）の交付を受けた者の

人数

※平成 年度及び平成 （令和元）年度は、設備改修工事による休館のため、実績なし

アーカイブズ・センター案内ポスター

アーカイブズ・センター

アーカイブズ・センター

戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧 【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】

●● アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー事事業業 ●●

年間を通して、古文書史料の修補、古写真の整理・デジタル化へ向けてのデータ化、新聞資料の整理・入力、

地図資料の整理、戸田市の行政刊行物の収集・整理・保存、資料閲覧請求に基づく公開等を実施。

令和３年度は、市史編さん室時代に刊行された目録掲載の文書を、個人情報の観点から専門家に依頼して総点

検を実施。膨大な量があるため、令和４年度以降も継続して実施。

令和４年３月１６日（水）・１７日（木）の両日、翌年度に保存年限満了を迎える行政文書の選別作業を実施。

アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー利利用用登登録録状状況況（（人人数数））

区分 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
年度

元年度
年度 年度

利用者数 － －

登録者数
（内数）

－ －

※利用者数：問い合わせ者や見学者なども含めた全ての利用者の人数

※登録者数：利用者のうち、資史料の閲覧に必要な「利用登録証」（発行から１年間有効）の交付を受けた者の

人数

※平成 年度及び平成 （令和元）年度は、設備改修工事による休館のため、実績なし

アーカイブズ・センター案内ポスター

アーカイブズ・センター

アーカイブズ・センター

    戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

  ●●  アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー事事業業  ●●      

  

年間を通して、古文書史料の修補、古写真の整理・デジタル化へ向けてのデータ化、新聞資料の整理・入力、

地図資料の整理、戸田市の行政刊行物の収集・整理・保存、資料閲覧請求に基づく公開等を実施。 

  令和３年度は、市史編さん室時代に刊行された目録掲載の文書を、個人情報の観点から専門家に依頼して総点

検を実施。膨大な量があるため、令和４年度以降も継続して実施。 

令和４年３月１６日（水）・１７日（木）の両日、翌年度に保存年限満了を迎える行政文書の選別作業を実施。 

 

アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー利利用用登登録録状状況況（（人人数数））  

区分 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 
H31年度 
R元年度 

R2年度 R3年度 

利用者数 65 207 260 228 173 109 － － 99 125 

登録者数 
（内数） 

13 24 26 29 4 15 － － 8 60 

※利用者数：問い合わせ者や見学者なども含めた全ての利用者の人数 

※登録者数：利用者のうち、資史料の閲覧に必要な「利用登録証」（発行から１年間有効）の交付を受けた者の 

      人数 

 ※平成 30年度及び平成31（令和元）年度は、設備改修工事による休館のため、実績なし 
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戸田市立郷土博物館要覧　【令和４年度】戸田市立郷土博物館要覧　【令和４年度】     戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

 

 

 

 

 

  ●●  展展示示事事業業  ●●      

 

 

             文文化化財財企企画画展展「「ここここままでで分分かかっったた！！戸戸田田市市のの埋埋蔵蔵文文化化財財最最新新情情報報展展」」 

 

 内  容  

戸田市では昭和４２年の鍛冶谷・新田口遺跡の発掘調査から現在まで、多くの発掘調査が行われ、特に埼京

線が開通して以降、市内では宅地やマンション、工場の建設など開発が増え、それに合わせて発掘調査の件数

も増えている。近年の調査成果の中には、前谷遺跡で箱清水式の弥生土器が見つかり長野方面から人が来てい

たこと、古墳時代後期の南原古墳群では県南地域で出土事例が少ない鶏型埴輪が出土したこと、平安時代では

瓦塔の一部や丸鞆が出土し地方官人が住んでいた可能性が高いことなど、新しい発見が相次いでいる。 

今回の企画展では、上記のような近年の発掘調査成果を中心に、縄文時代から近代までの遺物・遺構を取り

上げ戸田の暮らしや生活の変遷を、最新の研究成果とともに紹介する。また、新幹線・埼京線開通前に埼玉県

埋蔵文化財調査事業団が行った鍛冶谷・新田口遺跡の発掘調査に関する里帰り展示も行う。 

 

 関係機関  

  共催：公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団 

 

 会  期  

令和４年６月１２日（日）～令和４年７月３１日（日）【４５日間】 

  ※会期中休館日：６月１３日（月）、６月２７日（月）、６月３０日（木）、 

７月１１日（月）、７月２５日（月） 

 

 関連事業  

文化財企画展関連講座「古墳時代の荒川舟運と戸田の津－南原・本村古墳群の埴輪から－」 

日程：令和４年６月１９日（日）午後２時～午後３時３０分 

会場：郷土博物館 ３階 講座室 

講師：戸田市文化財保護審議会委員 若松良一 氏 

対象・定員：市内在住・在勤・在学者 ３０名 

 

  埋蔵文化財整理体験講座「土器の拓本をとってみよう！！」 

   日程：令和４年６月２５日（土）午前１０時～午前１１時 

   会場：郷土博物館 ３階 講座室 

   講師：当館学芸員 

   対象・定員：小学４年生以上の市内在住・在勤・在学者 １０名 

 

  文化財企画展展示解説 

   日程：令和４年６月２６日（日）、７月９日（土）、７月３０日（土） 各日とも午後２時～午後３時 

   会場：郷土博物館 ３階 特別展示室 

   講師：当館担当学芸員 

   対象：どなたでも（市内・市外問わず） 

 

 

 

 

 

  令令和和４４年年度度事事業業予予定定                                                  

文文化化財財展展示示会会  

    戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

 

             第第２２８８回回企企画画展展「「彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー（（みみどどりりパパルル））のの２２５５年年」」  

 

 内  容  

彩湖自然学習センターは荒川を舞台として「自然の再生」と「人間性の回復」をテーマに、「自然と人、人

と人の交流空間を創出する場」として平成９年に開館した。令和４年度は開館２５周年を迎えることから、彩

湖自然学習センターのこれまでのあゆみや事業について、また、彩湖と周辺の自然について紹介する。 

 

 会  期  

令和４年９月３日（土）～令和４年１０月３０日（日）【４９日間】 

  ※会期中休館日：９月１２日（月）～９月１７日（土）、９月２６日（月） 

          ９月３０日（金）、１０月２４日（月） 

 

 関連事業  

クイズラリー「名称未定」 

日程：９月３日（土）～１０月３０日（日） 

会場：郷土博物館 ３階 特別展示室 

費用：無料 

 

  彩湖自然学習センター（みどりパル）の講座 

   内容：令和４年度に開催する講座に冠をつける 

   会場：彩湖自然学習センター（みどりパル） 

 

 

第第２２１１回回昔昔ののくくららしし展展「「たたんんけけんん  昔昔ののくくららしし」」（（仮仮称称）） 

 

 内  容  

「電気・ガス・水道」という今の生活には欠かせないものがなかった頃、人々は自然の力を巧みに利用して

道具を作り、工夫して生活をしていた。その道具は、現在では見かけなくなったものが増えたが、現在使われ

ている電気製品等のもととして改めて見ると、新しい発見があるかもしれない。 

そうしたことを踏まえ、今展示では、電化以前の道具と初期電気製品との比較、土間や茶の間等の住居の再

現、写真パネルをとおして、主に昭和の人々のくらしの変化と戸田の町並みの移り変わりを紹介する。 

 

 会  期  

令和５年１月１４日（土）～令和５年３月５日（日）【４５日間】 

  ※会期中休館日：１月２３日（月）、１月３０日（月）、１月３１（火）、 

２月１３日（月）、２月２７日（月）、２月２８日（火） 

 

 関連事業  

子ども体験ひろば「昔の道具を使ってみよう」 

 日程：令和５年３月４日（土）午前１０時～午前１１時 

 会場：郷土博物館 ３階 講座室 

 講師：当館学芸員 

 対象・定員：市内在住の小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴） ８名 

 

夏夏季季展展示示会会  

昔昔ののくくららしし展展  

　内　　容

　関係機関

　会　　期

　関連事業



－ 25 －

戸田市立郷土博物館要覧　【令和４年度】戸田市立郷土博物館要覧　【令和４年度】    戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

 

             第第２２８８回回企企画画展展「「彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー（（みみどどりりパパルル））のの２２５５年年」」  

 

 内  容  

彩湖自然学習センターは荒川を舞台として「自然の再生」と「人間性の回復」をテーマに、「自然と人、人

と人の交流空間を創出する場」として平成９年に開館した。令和４年度は開館２５周年を迎えることから、彩

湖自然学習センターのこれまでのあゆみや事業について、また、彩湖と周辺の自然について紹介する。 

 

 会  期  

令和４年９月３日（土）～令和４年１０月３０日（日）【４９日間】 

  ※会期中休館日：９月１２日（月）～９月１７日（土）、９月２６日（月） 

          ９月３０日（金）、１０月２４日（月） 

 

 関連事業  

クイズラリー「名称未定」 

日程：９月３日（土）～１０月３０日（日） 

会場：郷土博物館 ３階 特別展示室 

費用：無料 

 

  彩湖自然学習センター（みどりパル）の講座 

   内容：令和４年度に開催する講座に冠をつける 

   会場：彩湖自然学習センター（みどりパル） 

 

 

第第２２１１回回昔昔ののくくららしし展展「「たたんんけけんん  昔昔ののくくららしし」」（（仮仮称称）） 

 

 内  容  

「電気・ガス・水道」という今の生活には欠かせないものがなかった頃、人々は自然の力を巧みに利用して

道具を作り、工夫して生活をしていた。その道具は、現在では見かけなくなったものが増えたが、現在使われ

ている電気製品等のもととして改めて見ると、新しい発見があるかもしれない。 

そうしたことを踏まえ、今展示では、電化以前の道具と初期電気製品との比較、土間や茶の間等の住居の再

現、写真パネルをとおして、主に昭和の人々のくらしの変化と戸田の町並みの移り変わりを紹介する。 

 

 会  期  

令和５年１月１４日（土）～令和５年３月５日（日）【４５日間】 

  ※会期中休館日：１月２３日（月）、１月３０日（月）、１月３１（火）、 

２月１３日（月）、２月２７日（月）、２月２８日（火） 

 

 関連事業  

子ども体験ひろば「昔の道具を使ってみよう」 

 日程：令和５年３月４日（土）午前１０時～午前１１時 

 会場：郷土博物館 ３階 講座室 

 講師：当館学芸員 

 対象・定員：市内在住の小・中学生（小学３年生以下は保護者同伴） ８名 

 

夏夏季季展展示示会会  

昔昔ののくくららしし展展  

　内　　容

　会　　期

　関連事業

　内　　容

　会　　期

　関連事業
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 関連事業  

小学３年生博物館授業 

内容：地域の人々の生活について、家屋、道具等の移り変わりを中心に調べ、大きく変化してきたことを

理解するとともに、地域の文化や年中行事に関心を持てるよう支援する。 

期間：令和５年２月 

会場：郷土博物館、各小学校教室（オンラインによる開催） 

講師：当館学芸員 

対象：市内小学３年生（全１２校） 

 

 

  ●●  教教育育普普及及事事業業  ●●     

  

郷郷土土博博物物館館講講座座（（文文化化財財、、アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー講講座座含含むむ）） 

 小・中学生対象「子ども体験ひろば」  

講座名 開催月日 定員 講座名 開催月日 定員 

火おこしにちょうせん（夏） 6/18 12人 しめかざりをつくろう 12/17 10人 

わりばしてっぽうをつくってあそ
ぼう 

8/20 
6組 
12人 

昔の道具を使ってみよう R5.3/4 8人 

火おこしにちょうせん（秋） 10/15 12人    

 

 一般対象「文化財企画展関連講座」  

講座名 開催月日 定員 

古墳時代の荒川舟運と戸田の津－南原・本村古墳群の
埴輪から－ 

6/19 30人 

 

 子供・一般対象「埋蔵文化財整理体験講座」  

講座名 開催月日 定員 

土器の拓本をとってみよう！！ 6/25 10人 

 

 一般対象「文化財講座」  

講座名 開催月日 定員 

戸田市史ある記マップコースの文化財巡り（仮称） 11月（予定） 15人 

 

講座名 開催月日 定員 

戸田市の歴史・文化財に関する講座（仮称） 12月（予定） 30人 

 

 一般対象「アーカイブズ・セミナー」  

講座名 開催月日 定員 

未定 R5.2月（全 2回） 20人 

　関連事業

　小・中学生対象「子ども体験ひろば」

　一般対象「文化財企画展関連講座」

　子供・一般対象「埋蔵文化財整理体験講座」

　一般対象「文化財講座」

　一般対象「アーカイブズ・セミナー」
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彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー講講座座  

 一般対象講座   

講座名 開催月日 定員 講座名 開催月日 定員 

イモムシをさがそう 5/22 10人 秋の保全ゾーンを歩こう 10/23 20人 

初夏の野草を楽しもう 5/29 20人 オギのミミズクづくり 11/6 20人 

ザリガニつり体験 6/26 40人 皆既月食観察会 11/8 20人 

昆虫ウオッチング：夏 7/24 20人 彩湖の絵手紙をかこう 11/20 10人 

夜のいきものたち 8/20 20人 冬の虫さがし R5.2/5 10人 

ネイチャークラフト 10/1 20人 竹を使ったものづくり R5.2/19 20人 

昆虫ウオッチング：秋 10/2 20人    

 

 一般対象講座「市民大学認定講座」  

講座名 開催月日 定員 講座名 開催月日 定員 

彩湖周辺の野鳥観察①保

全ゾーン編 
5/15 20人 彩湖周辺の野鳥観察④ R5.1/15 20人 

星空観察会：夏の星空 7/30  20人 星空観察会：冬の星空 R5.1/28 20人 

彩湖周辺の野鳥観察② 11/12 20人 彩湖周辺の野鳥観察⑤ R5.2/12 20人 

彩湖周辺の野鳥観察③ 12/18 20人    

 

 子供対象講座  

講座名 開催月日 定員 講座名 開催月日 定員 

はらっぱであそぼう 5/8 20人 昆虫標本をつくろう 7/27 10人 

 

 子供対象講座「こども自然クラブ」  

講座名 開催月日 定員 講座名 開催月日 定員 

結団式、第１回 9/18 18人 第４回 12/25 18人 

第２回 10/30 18人 第５回、解散式 R5.1/29 18人 

第３回 11/27 18人    

 

 親子対象講座  

講座名 開催月日 定員 講座名 開催月日 定員 

投網体験 10/16 20人 和凧をつくろう 12/10 10組 

木の実を使ったリースづ

くり 
12/4 10組 

親子でオリエンテーリン

グ 
R5.1/22 20人 

 

 センター開放講座  

講座名 開催月日 定員 
 

彩湖☆わくわく2Days 8/6・7 － 

 

 

 

 

　一般対象講座

　一般対象講座「市民大学認定講座」

　子供対象講座

　子供対象講座「こども自然クラブ」

　親子対象講座

　センター開放講座
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  ●●  博博学学連連携携事事業業  ●●      

  

郷郷土土博博物物館館博博学学連連携携事事業業  

博学連携事業の名称 実施期間 実施予定 

小学６年生郷土博物館授業（歴史学習） 11月 
市内小学校6年生12校対象 

オンラインによる実施 

小学３年生郷土博物館授業（郷土学習） R5.2月 
市内小学校3年生12校対象 

オンラインによる実施 

郷土博物館活用検討委員会 未定 未定 

博学連携を考える研修会 未定 未定 

博物館学芸員による出張・館内受入授業支援 R4.4月～R5.3月 小・中学校の希望に応じて 

学校への資料貸出 R4.4月～R5.3月 小・中学校の希望に応じて 

戸田市小・中学校初任者教員施設体験研修 7/29 半日（午前中） 

＊中学生社会体験チャレンジ事業・職場体験研修 中止 中止 

大学学芸員課程 博物館実習 7/19～7/22、7/26～7/28 7日間、受入人数5名 

＊：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、中止が決定 

 

 

彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターー博博学学連連携携事事業業  

博学連携事業の名称 実施期間 実施予定 

小学３年生彩湖自然学習センター授業（自然体験学習） 8月～10月 市内小学校3年生12校対象 

彩湖サイエンスサポートプログラム 6月～Ｒ5.3月 小中学校の希望に応じて 

彩湖自然学習センター活用検討委員会 未定 未定 

教員５年経験者研修における社会貢献活動体験研修 未定 未定 

中学生社会体験チャレンジ事業・職場体験研修 中止 中止 

＊：新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、中止が決定 

 

彩彩湖湖自自然然学学習習セセンンタターーそそのの他他のの連連携携事事業業  

・図書館指定管理者との連携講座の実施（7月 31日） 
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  ●●  文文化化財財保保護護事事業業  ●●      

 

１１  文文化化財財のの保保存存・・活活用用  

市内の文化財の所在調査を進め、新たな文化財の発見や指定に努めるとともに、既指定文化財の現状調査を

実施し、基礎資料を整え、適切な保存修理・保護活用・管理を行う。 

①指定文化財の調査 

②文化財の普及・活用 

③文化財の保存管理 

  ④文化財の標柱・案内板の設置と修繕 

  ⑤指定文化財所有者等への補助金の交付 

    ⑥指定文化財の修理等に対する補助金の交付 

⑦文化財に関する講座の開催 

 

２２  埋埋蔵蔵文文化化財財保保護護・・発発掘掘調調査査・・活活用用  

  周知の埋蔵文化財包蔵地等における開発事業地内の遺跡の所在及び範囲を確認するために調査を行う。 

また、開発事業により埋蔵文化財の破壊が避けられない場合は、発掘調査を行い記録保存の措置を講じる。 

①試掘・範囲確認調査 

②発掘調査 

  ③埋蔵文化財の整理 

 南原遺跡第８次発掘調査 

 鍛冶谷・新田口遺跡第１２次発掘調査 

④埋蔵文化財の再整理 

   過去に発掘した遺物のデータベース化 

 

３３  民民俗俗芸芸能能のの振振興興  

市内の無形民俗文化財の衰退を防ぎ、民俗芸能に対する市民の理解を深めるため、一般公開の機会を設ける

とともに保存団体の伝習状況を把握し、今後の振興事業について検討する。 

 

４４  戸戸田田市市文文化化財財保保護護審審議議会会のの開開催催  

  文化財の調査、保存及び活用に関する諮問機関である戸田市文化財保護審議会を開催する。 

 

 

 

文化財保護審議会は、戸田市文化財保護条例第４条に 

基づく諮問機関で戸田市教育委員会が委嘱する。 

市の区域内に所在する文化財の調査、保存及び活用に 

関し、教育委員会の諮問に応じて審議し、かつ、これら 

の事項に関し、必要と認める事項を建議する。 

定員は５名以内で、任期は２年。 

 

 

 

  ●●  アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー事事業業  ●●  

  

年間を通して、古文書史料の修補、古写真の整理・デジタル化へ向けてのデータ化、新聞資料の整理・入力、

地図資料の整理、戸田市の行政刊行物の収集・整理・保存、資料閲覧請求に基づく公開等を実施。 

 令和３年度に引き続き、市史編さん室時代に刊行された目録掲載の文書を、個人情報の観点から専門家に依頼

して総点検を実施。 

 戸田市史調査報告書第２３集（戸田市関係新聞記事索引）を刊行予定。 

 令和５年２月にアーカイブズ・セミナー（全２回）を開催予定。 

令和５年３月には、翌年度に保存年限満了を迎える行政文書の選別作業を実施予定。 

No. 氏  名 選 出 区 分 

１ 渡 邉 昭 彦 学識経験者 

２ 佐 藤 勝 巳 学識経験者 

３ 堀 江 清 隆 学識経験者 

４ 若 松 良 一 学識経験者 

５ 駒 崎 有 紀 学識経験者 
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戸田市立郷土博物館条例は、令和２年４月１日に戸田市立図書館が指定管理者による管理となったため、同日

から施行される条例へ改正された。 

 

  ●●  戸戸田田市市立立郷郷土土博博物物館館条条例例  ●●      

 

昭和５８年３月２８日 

条例第４号 

（設置） 

第１条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法（昭和２６年法律第２８５号。以下「法」

という。）第１８条の規定に基づき、戸田市立郷土博物館（以下「郷土博物館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 郷土博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 戸田市立郷土博物館 

位置 戸田市大字新曽１７０７番地 

２ 郷土博物館に、次の分館を置く。 

名称 彩湖自然学習センター 

位置 戸田市大字内谷２８８７番地 

（管理） 

第３条 郷土博物館は、戸田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理する。 

（事業） 

第４条 郷土博物館は、法第３条に掲げる事業及び教育委員会が必要と認める事業を行う。 

（職員） 

第５条 郷土博物館に、館長その他必要な職員を置く。 

（休館日） 

第６条 郷土博物館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 毎月の第２月曜日、第４月曜日及び第５月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）第３条に規定する休日（以下「休日」という。）である場合を除く。） 

(2) １月１日から同月４日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

(3) 館内整理日（毎月末日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。） 

(4) 特別整理期間（毎年１回１５日以内） 

(5) その他教育委員会が必要と認めた日 

（入館料等） 

第７条 郷土博物館の入館料及び施設使用料は、無料とする。ただし、郷土博物館が期間を定めて特別の資料を

展示した場合においては、教育委員会は別に入館料の額を定め、これを徴収することができる。 

２ 前項ただし書きに規定する入館料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、減額又は免除するこ

とができる。 

（損害賠償） 

第８条 郷土博物館資料（法第３条第１項第１号に掲げる博物館資料をいう。）若しくは設備、器具等を破損、

汚損又は紛失した者は、相当の代価をもって賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由

があると認めたときは、この限りでない。 

（博物館協議会） 

第９条 法第２０条に基づき、郷土博物館に戸田市立郷土博物館協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 学校教育及び社会教育の関係者 

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(3) 学識経験のある者 

(4) 公募による市民 

 

 

 

 

  参参  考考                                                  
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戸田市立郷土博物館条例は、令和２年４月１日に戸田市立図書館が指定管理者による管理となったため、同日

から施行される条例へ改正された。 

 

  ●●  戸戸田田市市立立郷郷土土博博物物館館条条例例  ●●      

 

昭和５８年３月２８日 

条例第４号 

（設置） 

第１条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法（昭和２６年法律第２８５号。以下「法」

という。）第１８条の規定に基づき、戸田市立郷土博物館（以下「郷土博物館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 郷土博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 戸田市立郷土博物館 

位置 戸田市大字新曽１７０７番地 

２ 郷土博物館に、次の分館を置く。 

名称 彩湖自然学習センター 

位置 戸田市大字内谷２８８７番地 

（管理） 

第３条 郷土博物館は、戸田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理する。 

（事業） 

第４条 郷土博物館は、法第３条に掲げる事業及び教育委員会が必要と認める事業を行う。 

（職員） 

第５条 郷土博物館に、館長その他必要な職員を置く。 

（休館日） 

第６条 郷土博物館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 毎月の第２月曜日、第４月曜日及び第５月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）第３条に規定する休日（以下「休日」という。）である場合を除く。） 

(2) １月１日から同月４日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

(3) 館内整理日（毎月末日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。） 

(4) 特別整理期間（毎年１回１５日以内） 

(5) その他教育委員会が必要と認めた日 

（入館料等） 

第７条 郷土博物館の入館料及び施設使用料は、無料とする。ただし、郷土博物館が期間を定めて特別の資料を

展示した場合においては、教育委員会は別に入館料の額を定め、これを徴収することができる。 

２ 前項ただし書きに規定する入館料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、減額又は免除するこ

とができる。 

（損害賠償） 

第８条 郷土博物館資料（法第３条第１項第１号に掲げる博物館資料をいう。）若しくは設備、器具等を破損、

汚損又は紛失した者は、相当の代価をもって賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由

があると認めたときは、この限りでない。 

（博物館協議会） 

第９条 法第２０条に基づき、郷土博物館に戸田市立郷土博物館協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 学校教育及び社会教育の関係者 

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(3) 学識経験のある者 

(4) 公募による市民 

 

 

 

 

  参参  考考                                                  

    戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

３ 委員の定数は、１０人以内とする。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任を妨げない。 

（委任） 

第１０条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

 

附 則 

この条例は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年条例第２５号） 

この条例は、平成９年６月１日から施行する。 

附 則（平成１３年条例第１９号） 

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年条例第３４号） 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２１年条例第１９号） 

この条例は、平成２１年９月１日から施行する。 

附 則（令和元年条例第２２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
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  ●●  戸戸田田市市立立郷郷土土博博物物館館条条例例施施行行規規則則  ●●      

 

昭和５８年３月２８日 

教委規則第４号 

 

改正 令和２年３月３１日教委規則第６号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、戸田市立郷土博物館条例（昭和５８年条例第４号。以下「条例」という。）の施行について、

必要な事項を定めるものとする。 

（事業） 

第２条 戸田市立郷土博物館（以下「郷土博物館」という。）は、博物館法（昭和２６年法律第２８５号。以下「法」

という。）第３条の規定により次の事業を行う。 

(1) 郷土博物館資料（法第３条第１項第１号に規定する博物館資料をいう。以下同じ。）の収集、保存及び展示

に関すること。 

(2) 郷土博物館資料の利用に係る説明、助言及び指導に関すること。 

(3) 郷土博物館資料の専門的又は技術的な調査研究に関すること。 

(4) 郷土博物館資料の解説書、目録、図録、研究報告等に関すること。 

(5) 市史の頒布及び管理に関すること。 

(6) 特別展示、講演会、講習会等の開催に関すること。 

(7) 条例第９条に規定する戸田市立郷土博物館協議会（以下「協議会」という。）に関すること。 

(8) 他の博物館、図書館、学校その他の関係機関及び団体との協力に関すること。 

（職員） 

第３条 郷土博物館に館長（郷土博物館において、戸田市行政組織規則（平成１７年規則第７号）第１２条に規

定する課長と同一の職務を行う者をいう。以下同じ。）、学芸員の資格を有する職員その他必要な職員を置く。 

２ 郷土博物館に主幹、指導主事、副主幹、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。 

３ 主幹、副主幹、主査及び主任の基本的な職務は、戸田市行政組織規則第１３条から第１６条までの規定を準

用する。 

４ 指導主事の基本的な職務は、戸田市教育委員会事務局組織規則（昭和４８年教育委員会規則第５号）第４条

第１０項の規定を準用する。 

（開館時間） 

第４条 郷土博物館の開館時間は、午前１０時から午後４時３０分までとする。ただし、戸田市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）が必要と認めたときは、これを変更することができる。 

（入館の制限） 

第５条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は、入館を禁止し、又は退館させることができる。 

（特別展示室等の使用） 

第６条 特別展示室、講座室及び彩湖自然学習センター学習室（以下「特別展示室等」という。）は、郷土博物館

の目的に沿った展示会、研究会等の使用に供することができる。 

２ 特別展示室等を使用することができるものは、市内の学校、社会教育関係団体又はこれに準ずる団体とする。 

３ 特別展示室等を使用しようとするものは、戸田市立郷土博物館使用許可申請書（第１号様式）を教育委員会

に提出し、許可を受けなければならない。 

４ 教育委員会は、前項の規定による申請を許可したときは、戸田市立郷土博物館使用許可書（第２号様式）を

申請者に交付するものとする。 

（使用許可事項の変更） 

第７条 前条第４項の規定により許可されたもの（以下「使用者」という。）が同項の規定により許可された事項

を変更しようとするときは、速やかに戸田市立郷土博物館使用変更許可申請書（第３号様式）を教育委員会に提

出しなければならない。 

２ 教育委員会は、許可事項の変更を許可したときは、戸田市立郷土博物館使用変更許可書（第４号様式）を使

用者に交付するものとする。 

（使用許可の取消し等） 

第８条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を
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取り消すことができる。 

(1) この規則に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。 

(3) 使用許可の条件又は職員の指示に従わないとき。 

(4) その他管理運営上特に必要があるとき。 

（原状回復の義務） 

第９条 使用者は、特別展示室等の使用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。

使用の停止を受けたときも同様とする。 

（遵守事項） 

第１０条 郷土博物館への入館者及び使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 施設、設備、展示品等を破損し、又は汚損しないこと。 

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。 

(3) 許可を受けないで展示品の模写又は撮影をしないこと。 

(4) 許可を受けないで募金若しくは図録の販売又はこれに類する行為をしないこと。 

(5) 前各号に定めるもののほか、郷土博物館の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。 

（郷土博物館資料の館内利用） 

第１１条 学術上の研究のため郷土博物館資料を館内で利用しようとするものは、館内資料利用許可申請書（第

５号様式）を教育委員会に提出し、館内資料利用許可書（第６号様式）の交付を受けなければならない。 

（郷土博物館資料の館外貸出し） 

第１２条 他の博物館、図書館、学校その他教育委員会が適当と認めたものは、郷土博物館資料の館外貸出しを

受けることができる。 

２ 郷土博物館資料の館外貸出しを受けようとするものは、館外資料貸出許可申請書（第７号様式）を教育委員

会に提出し、館外資料貸出許可書（第８号様式）の交付を受けなければならない。 

３ 郷土博物館資料の館外貸出期間は、３０日以内とする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを延

長することができる。 

（資料の寄贈及び寄託） 

第１３条 郷土博物館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。 

２ 資料を寄贈しようとするものは、資料寄贈申請書（第９号様式）を、資料を寄託しようとするものは、資料

寄託申請書（第１０号様式）を教育委員会に提出するものとする。 

３ 郷土博物館が資料の寄贈を受けると決定したときは、資料受領書（第１１号様式）を、資料の寄託を受ける

と決定したときは、資料受託書（第１２号様式）を申請者に対して交付するものとする。 

４ 寄託を受けた資料（以下「寄託資料」という。）は、郷土博物館資料と同様の取扱いをするものとする。ただ

し、その館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。 

５ 郷土博物館は、不可抗力による寄託資料の損害に対しては、その責めを負わないものとする。 

（彩湖自然学習センターの事業） 

第１４条 条例第２条第２項の彩湖自然学習センター（以下「センター」という。）は、次の事業を行う。 

(1) 郷土博物館資料のうちセンターに係る資料（以下「センター資料」という。）の収集、保存及び展示に関す

ること。 

(2) センター資料の利用に係る説明、助言及び指導に関すること。 

(3) センター資料の専門的又は技術的な調査研究に関すること。 

(4) センター資料の解説書、目録、図録、研究報告等に関すること。 

(5) センターの特別展示、講演会、講習会等の開催に関すること。 

(6) 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所との連絡調整に関すること。 

(7) 他の博物館、図書館、学校その他の関係機関及び団体との協力に関すること。 

（協議会の構成） 

第１５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（協議会の会議） 

第１６条 会長は、協議会の会議（以下「会議」という。）を招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
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４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

（その他） 

第１７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 

この規則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年教委規則第６号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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  ●●  戸戸田田市市文文化化財財保保護護条条例例  ●●      

 

昭和４２年３月３０日 

条例第１３号 

 

改正 昭和５１年９月２１日条例第３５号 

平成１７年３月３０日条例第１０号 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号。以下「法」という。）第１８２条第２項の規

定により、戸田市（以下「市」という。）の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図るととも

に、市民生活の向上に資し、もって文化の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 文化財 次号から第５号までに掲げるものをいう。 

(2) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、市にとっ

て歴史上又は芸術上価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物

件を含む。）並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。 

(3) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高い

ものをいう。 

(4) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用い

られる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。 

(5) 記念物 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、

橋梁その他の名勝地で市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地

を含む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然現象の生じている土地を含む。）で市にと

って学術上価値の高いものをいう。 

（市民、所有者等の心構え） 

第３条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 

２ 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大

切に保存するとともにできるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。 

３ 戸田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その

他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。 

第２章 文化財保護審議会 

（文化財保護審議会） 

第４条 市の区域内に所在する文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じて審議し、かつ、

これらの事項に関し、必要と認める事項を建議するため、戸田市文化財保護審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、委員５人以内で組織し、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 前３項に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

第３章 指定 

（指定） 

第５条 教育委員会は、市の区域内にある文化財のうち、法又は埼玉県文化財保護条例（昭和３０年埼玉県条例

第４６号）の指定を受けた文化財以外のもので、市にとって特に重要なものを第２条第２号から第５号までの

区分に応じ、市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定民俗文化財及び市指定記念物（以下「市指定文化

財」という。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原

に基づく占有者（以下「所有者等」という。）又は保持者（無形文化財の保存に当たっている者をいう。以下

同じ。）若しくは保持団体（無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのある

ものをいう。以下同じ。）の代表者（以下「保持者等」という。）の同意を得なければならない。ただし、所



－ 35 －

戸田市立郷土博物館要覧　【令和４年度】戸田市立郷土博物館要覧　【令和４年度】     戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

 

  ●●  戸戸田田市市文文化化財財保保護護条条例例  ●●      

 

昭和４２年３月３０日 

条例第１３号 

 

改正 昭和５１年９月２１日条例第３５号 

平成１７年３月３０日条例第１０号 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号。以下「法」という。）第１８２条第２項の規

定により、戸田市（以下「市」という。）の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図るととも

に、市民生活の向上に資し、もって文化の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 文化財 次号から第５号までに掲げるものをいう。 

(2) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、市にとっ

て歴史上又は芸術上価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物

件を含む。）並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。 

(3) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高い

ものをいう。 

(4) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用い

られる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。 

(5) 記念物 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、

橋梁その他の名勝地で市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地

を含む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然現象の生じている土地を含む。）で市にと

って学術上価値の高いものをいう。 

（市民、所有者等の心構え） 

第３条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 

２ 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大

切に保存するとともにできるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。 

３ 戸田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その

他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。 

第２章 文化財保護審議会 

（文化財保護審議会） 

第４条 市の区域内に所在する文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じて審議し、かつ、

これらの事項に関し、必要と認める事項を建議するため、戸田市文化財保護審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、委員５人以内で組織し、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 前３項に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

第３章 指定 

（指定） 

第５条 教育委員会は、市の区域内にある文化財のうち、法又は埼玉県文化財保護条例（昭和３０年埼玉県条例

第４６号）の指定を受けた文化財以外のもので、市にとって特に重要なものを第２条第２号から第５号までの

区分に応じ、市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定民俗文化財及び市指定記念物（以下「市指定文化

財」という。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原

に基づく占有者（以下「所有者等」という。）又は保持者（無形文化財の保存に当たっている者をいう。以下

同じ。）若しくは保持団体（無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのある

ものをいう。以下同じ。）の代表者（以下「保持者等」という。）の同意を得なければならない。ただし、所



－ 37 －－ 36 －

戸田市立郷土博物館要覧　【令和４年度】戸田市立郷土博物館要覧　【令和４年度】
    戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        

 

 

有者等が判明しない場合は、この限りでない。 

３ 教育委員会は、第１項の規定により市指定無形文化財を指定するに当たっては、当該市指定無形文化財の保

持者又は保持団体を認定しなければならない。 

４ 第１項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、教育委員会は、あらかじめ審議会に諮問

しなければならない。 

（解除） 

第６条 前条第１項の規定により指定された市指定文化財がその価値を失ったとき、又は市の区域外に移ったと

きは、その指定を解除することができる。 

２ 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、市指定

無形文化財の指定は解除されたものとする。 

３ 市指定文化財が文化財保護法又は埼玉県文化財保護条例（昭和３０年埼玉県条例第４６号）に基づいて指定

を受けたときは、市の指定は解除されたものとする。 

４ 前３項に規定するもののほか、教育委員会が市の指定を解除することが適当と認める事由のあるときは、そ

の指定を解除することができる。 

（告示、通知及び指定書等の交付） 

第７条 第５条の指定又は前条の指定の解除をしたときは、教育委員会はその旨を告示し、所有者等又は保持者

等に通知しなければならない。 

２ 指定又は指定の解除は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。 

３ 教育委員会は、第５条第１項の規定による指定をしたときは、当該市指定文化財（市指定無形文化財を除く。）

の所有者に指定書を交付しなければならない。 

４ 教育委員会は、第５条第３項の規定による認定をしたときは、当該市指定無形文化財の保持者等に認定書を

交付しなければならない。 

第４章 管理 

（所有者の管理義務及び管理責任者） 

第８条 市指定文化財の所有者又は保持者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の

指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。 

２ 市指定文化財（市指定無形文化財を除く。以下この条において同じ。）の所有者は、特別の事情があるとき

は、専ら自己に代わり当該市指定文化財の管理の責めに任ずべき者（以下「管理責任者」という。）を選任す

ることができる。この場合においては、当該所有者は、速やかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければ

ならない。 

３ 管理責任者には、第１項の規定を準用する。 

４ 教育委員会は、市指定文化財について所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当

と認められる場合は、所有者（所有者が判明しない場合を除く。）の同意を得て適当な管理団体を指定し、又

は自ら管理団体となってこれを管理することができる。 

５ 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。 

（管理、修理又は保存に関する勧告等） 

第９条 教育委員会は、市指定文化財（市指定無形文化財を除く。以下この条において同じ。）の管理が適当で

ないため、当該市指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は

管理責任者に対し、管理方法の改善、保存のための施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することが

できる。 

２ 教育委員会は、市指定文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所

有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。 

３ 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者等その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、当該市

指定無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 

４ 前３項の規定による勧告又は助言に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその

全部又は一部を市の負担とすることができる。 

５ 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合は、第１２条第２項の規定を準用する。 

（現状変更） 

第１０条 所有者又は保持者等が市指定文化財の現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとすると

きは、教育委員会の許可を受けなければならない。 

（届出事項） 

第１１条 市指定文化財の所有者、管理責任者又は保持者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やか

に教育委員会に届け出なければならない。 
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有者等が判明しない場合は、この限りでない。 

３ 教育委員会は、第１項の規定により市指定無形文化財を指定するに当たっては、当該市指定無形文化財の保

持者又は保持団体を認定しなければならない。 

４ 第１項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、教育委員会は、あらかじめ審議会に諮問

しなければならない。 

（解除） 

第６条 前条第１項の規定により指定された市指定文化財がその価値を失ったとき、又は市の区域外に移ったと

きは、その指定を解除することができる。 

２ 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、市指定

無形文化財の指定は解除されたものとする。 

３ 市指定文化財が文化財保護法又は埼玉県文化財保護条例（昭和３０年埼玉県条例第４６号）に基づいて指定

を受けたときは、市の指定は解除されたものとする。 

４ 前３項に規定するもののほか、教育委員会が市の指定を解除することが適当と認める事由のあるときは、そ

の指定を解除することができる。 

（告示、通知及び指定書等の交付） 

第７条 第５条の指定又は前条の指定の解除をしたときは、教育委員会はその旨を告示し、所有者等又は保持者

等に通知しなければならない。 

２ 指定又は指定の解除は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。 

３ 教育委員会は、第５条第１項の規定による指定をしたときは、当該市指定文化財（市指定無形文化財を除く。）

の所有者に指定書を交付しなければならない。 

４ 教育委員会は、第５条第３項の規定による認定をしたときは、当該市指定無形文化財の保持者等に認定書を

交付しなければならない。 

第４章 管理 

（所有者の管理義務及び管理責任者） 

第８条 市指定文化財の所有者又は保持者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の

指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。 

２ 市指定文化財（市指定無形文化財を除く。以下この条において同じ。）の所有者は、特別の事情があるとき

は、専ら自己に代わり当該市指定文化財の管理の責めに任ずべき者（以下「管理責任者」という。）を選任す

ることができる。この場合においては、当該所有者は、速やかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければ

ならない。 

３ 管理責任者には、第１項の規定を準用する。 

４ 教育委員会は、市指定文化財について所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当

と認められる場合は、所有者（所有者が判明しない場合を除く。）の同意を得て適当な管理団体を指定し、又

は自ら管理団体となってこれを管理することができる。 

５ 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。 

（管理、修理又は保存に関する勧告等） 

第９条 教育委員会は、市指定文化財（市指定無形文化財を除く。以下この条において同じ。）の管理が適当で

ないため、当該市指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は

管理責任者に対し、管理方法の改善、保存のための施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することが

できる。 

２ 教育委員会は、市指定文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所

有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。 

３ 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者等その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、当該市

指定無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 

４ 前３項の規定による勧告又は助言に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその

全部又は一部を市の負担とすることができる。 

５ 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合は、第１２条第２項の規定を準用する。 

（現状変更） 

第１０条 所有者又は保持者等が市指定文化財の現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとすると

きは、教育委員会の許可を受けなければならない。 

（届出事項） 

第１１条 市指定文化財の所有者、管理責任者又は保持者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やか

に教育委員会に届け出なければならない。 

    戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

(1) 市指定文化財（市指定無形文化財を除く。）の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失

し、若しくは盗みとられたとき。 

(2) 市指定文化財の所在場所を変更したとき。 

(3) 市指定文化財の所有者又は保持者の氏名、名称又は住所を変更したとき。 

(4) 市指定文化財を修理又は復旧しようとするとき。 

（管理又は修理等の補助） 

第１２条 市指定文化財の管理、修理又は復旧について、多額の経費を要する場合その他特別の事情があるとき

には、市は所有者又は保持者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。 

２ 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理、修理又は復旧に関し必要な事

項を指示するとともに、必要があると認めたときは、指揮監督することができる。 

３ この条例に違反して所有者が市指定文化財（市指定文化財を除く。）を譲渡したときは、既に交付した補助

金の全部又は一部を市に返還させることができる。 

（譲渡の承認） 

第１３条 市指定文化財の所有者が市指定文化財を譲渡しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければ

ならない。 

第５章 雑則 

（公開） 

第１４条 教育委員会は、市指定文化財の所有者又は保持者等に対して市の行う公開の用に供するため市指定文

化財の公開を勧告することができる。 

２ 前項の規定による公開のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることがで

きる。 

３ 市指定文化財の所有者又は保持者等は、第三者が行う公開の用に供するため当該市指定文化財を公開すると

きは、教育委員会の承認を受けなければならない。 

４ 教育委員会は、第１項の規定により市指定文化財が公開されたときは、その職員のうちから管理の責めに任

ずべき者を定めなければならない。 

５ 第１項の規定により市指定文化財（市指定無形文化財を除く。以下この項において同じ。）を公開したこと

に起因して、当該市指定文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、その所有者に対しその通常生ずべき損

失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由又は天災等により滅失、若しくはき損した場合は、この

限りでない。 

（調査及び報告） 

第１５条 教育委員会は、必要があると認めたときは、所有者又は保持者等の同意を得てその文化財を調査し、

記録を作成し、又はこれを保存させることができる。 

２ 教育委員会は、必要があるときは所有者又は保持者等に対し市指定文化財の現状又は管理等の状況について

報告を求めることができる。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５１年条例第３５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年条例第１０号） 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 
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  ●●  戸戸田田市市文文化化財財保保護護条条例例施施行行規規則則  ●●      

 

平成１７年３月３１日 

教委規則第３号 

 

改正 令和３年３月３１日教委規則第３号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、戸田市文化財保護条例（昭和４２年条例第１３号。以下「条例」という。）の施行に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（審議会） 

第２条 審議会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す

る。 

（会議） 

第３条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

（書面等による審議） 

第３条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由により会議を招集することができな

い場合において、必要があると認めたときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席し」とあるのは「参加し」と、同条第３項中「出席委員」と

あるのは「書面その他の方法による審議に参加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若し

くは説明を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み替えるものとする。 

（指定同意書） 

第４条 条例第５条第２項の規定による指定の同意は、戸田市指定文化財指定同意書（第１号様式）によるもの

とする。 

（認定通知書） 

第５条 条例第５条第３項の規定による認定は、戸田市指定文化財保持者・保持団体認定通知書（第２号様式）

によるものとする。 

（指定及び解除の通知書） 

第６条 条例第７条第１項の規定による指定の通知は、戸田市指定文化財指定通知書（第３号様式）によるもの

とする。 

２ 条例第７条第１項の規定による指定の解除の通知は、戸田市指定文化財指定解除通知書（第４号様式）によ

るものとする。 

（指定書及び認定書） 

第７条 条例第７条第３項の指定書は、第５号様式のとおりとする。 

２ 条例第７条第４項の認定書は、第６号様式のとおりとする。 

（指定書等の再交付） 

第８条 前条の指定書又は認定書を亡失し、又は破損したときは、戸田市指定文化財指定書（認定書）再交付申

請書（第７号様式）により、教育委員会に再交付を申請しなければならない。 

（台帳） 

第９条 教育委員会は、市指定文化財について条例第５条第１項の規定による指定を行ったときは、戸田市指定

文化財台帳に記録し、それを常備しておくものとする。 

（管理責任者選任届） 

第１０条 条例第８条第２項の規定による届出は、戸田市指定文化財管理責任者選任届（第８号様式）によるも

のとする。 
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  ●●  戸戸田田市市文文化化財財保保護護条条例例施施行行規規則則  ●●      

 

平成１７年３月３１日 

教委規則第３号 

 

改正 令和３年３月３１日教委規則第３号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、戸田市文化財保護条例（昭和４２年条例第１３号。以下「条例」という。）の施行に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（審議会） 

第２条 審議会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す

る。 

（会議） 

第３条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

（書面等による審議） 

第３条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由により会議を招集することができな

い場合において、必要があると認めたときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席し」とあるのは「参加し」と、同条第３項中「出席委員」と

あるのは「書面その他の方法による審議に参加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若し

くは説明を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み替えるものとする。 

（指定同意書） 

第４条 条例第５条第２項の規定による指定の同意は、戸田市指定文化財指定同意書（第１号様式）によるもの

とする。 

（認定通知書） 

第５条 条例第５条第３項の規定による認定は、戸田市指定文化財保持者・保持団体認定通知書（第２号様式）

によるものとする。 

（指定及び解除の通知書） 

第６条 条例第７条第１項の規定による指定の通知は、戸田市指定文化財指定通知書（第３号様式）によるもの

とする。 

２ 条例第７条第１項の規定による指定の解除の通知は、戸田市指定文化財指定解除通知書（第４号様式）によ

るものとする。 

（指定書及び認定書） 

第７条 条例第７条第３項の指定書は、第５号様式のとおりとする。 

２ 条例第７条第４項の認定書は、第６号様式のとおりとする。 

（指定書等の再交付） 

第８条 前条の指定書又は認定書を亡失し、又は破損したときは、戸田市指定文化財指定書（認定書）再交付申

請書（第７号様式）により、教育委員会に再交付を申請しなければならない。 

（台帳） 

第９条 教育委員会は、市指定文化財について条例第５条第１項の規定による指定を行ったときは、戸田市指定

文化財台帳に記録し、それを常備しておくものとする。 

（管理責任者選任届） 

第１０条 条例第８条第２項の規定による届出は、戸田市指定文化財管理責任者選任届（第８号様式）によるも

のとする。 

    戸戸戸戸田田田田市市市市立立立立郷郷郷郷土土土土博博博博物物物物館館館館要要要要覧覧覧覧    【【【【令令令令和和和和４４４４年年年年度度度度】】】】        
 

 

（現状変更の許可申請） 

第１１条 条例第１０条の規定による許可を受けようとする者は、戸田市指定文化財現状変更許可申請書（第９

号様式）を提出しなければならない。 

（滅失届等） 

第１２条 条例第１１条第１号の規定による届出は、戸田市指定文化財滅失（き損、亡失、盗難）届（第１０号

様式）によるものとする。 

２ 条例第１１条第２号の規定による届出は、戸田市指定文化財所在場所変更届（第１１号様式）によるものと

する。 

３ 条例第１１条第３号の規定による届出は、戸田市指定文化財の所有者（管理責任者、保持者等）、氏名（名

称）、住所変更届（第１２号様式）によるものとする。 

４ 条例第１１条第４号の規定による届出は、戸田市指定文化財修理（復旧）届（第１３号様式）によるものと

する。 

（譲渡承認願書） 

第１３条 条例第１３条の規定により譲渡の承認を受けようとするときは、戸田市指定文化財譲渡承認願書（第

１４号様式）によるものとする。 

（公開の経費） 

第１４条 条例第１４条第２項に規定する経費に係る範囲は、次に掲げるものとする。 

(1) 荷造費及び運送費 

(2) 施設及び設備に要する経費並びに警備費 

(3) 教育委員会が必要と認めた保険料 

（公開承認願書） 

第１５条 条例第１４条第３項の規定による公開の承認を受けようとするときは、戸田市指定文化財公開承認願

書（第１５号様式）によるものとする。 

（損失補償請求書） 

第１６条 条例第１４条第５項の規定により損失の補償を請求しようとするときは、戸田市指定文化財損失補償

請求書（第１６号様式）によるものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定による請求があったときは、審査の上補償を行うか否かを決定し、速やかにその

可否を通知するものとする。 

（補償の基準） 

第１７条 前条に規定する補償の額の決定は、次の基準により行うものとする。 

(1) 市指定文化財（市指定無形文化財を除く。以下この条において同じ。）が滅失し、又は修理不可能となっ

たときは、当該市指定文化財の時価に相当する金額 

(2) 市指定文化財がき損したときは、当該市指定文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費に

相当する金額 

（その他） 

第１８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年教委規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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  ●●  指指定定文文化化財財一一覧覧  ●●      

 

エクセルデータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月１日現在

№ 種　　別 名　　　　称 員　数 指定年月日 番号
工芸品 美女木八幡社銅鐘 １口 昭39.3.27
書　跡 日蓮上人墨跡及び日向記 １括 昭29.3. 4

有形民俗文化財 荒川水系戸田周辺の漁撈用具 586点 平18.3.17
埼玉県選定
重要遺跡

鍛冶谷・新田口遺跡 昭51.10.1

№ 種　　別 名　　　　称 員　数 指定年月日 番号
絵　　画 常福寺当麻曼荼羅 １幅 昭49.3.30

〃 妙厳寺涅槃図 〃 平元.3.16
〃 妙顕寺三十六歌仙絵額 ５面 平2.5.8

彫　　刻 観音寺千体仏 千軀 昭49.3.30
〃 笹目神社神馬 １対 昭56.4.10

古　文　書 武内家文書 445点 昭44.4.10
〃 秋元家文書 2,092点 昭57.7.1
〃 萩原家文書 １括 昭60.5.1
〃 栗原家文書 〃 昭63.3.17
〃 篠家文書 〃 平2.5.8

歴　史　資　料 建長の板碑 １基 昭44.4.10
〃 応永の板碑 〃  〃
〃 康正の板碑 〃  〃
〃 慶長の板碑 〃  〃
〃 明応の板碑 〃  〃
〃 文禄の石灯籠 ２基  〃
〃 最上流和算額 １枚  〃
〃 寛正の板碑 １基 昭54.4.1
〃 文正の板碑 〃  〃
〃 名号塔 〃 昭60.5.1
〃 寛政の宝篋印塔 〃 昭63.3.17
〃 七条袈裟及び打敷 各１点 平2.5.8
〃 柳剛流岡田十内関係資料 ８点 平20.3.19
〃 南原遺跡１号古墳出土男子埴輪頭部 １点 平21.3.19
〃 新曽沖内の馬頭観音像 １基 平28.1.28

〃
上戸田氷川神社の力石及び旧羽黒山
句碑・石造物

22基 令3.3.19

建　造　物 ３代目戸田橋の親柱 １基 平26.2.13
有形民俗文化財 宝暦の庚申塔 １基 昭44.4.10

〃 千手観音供養図絵馬 １枚 昭56.10.1
〃 十六羅漢 １群 昭57.7.1
〃 庚申・月待石灯籠 １基 昭59.2.10
〃 早瀬庚申塔群 １群 昭60.2.1
〃 地蔵菩薩座像 １軀 昭60.5.1
〃 妙顕寺絵馬群 １群 昭63.3.17
〃 川岸の獅子頭 ２頭 平元.3.16
〃 平等寺石幢 １基 平9.2.18
〃 下戸田･旧高橋酒造の酒づくり用具 1797点 平18.3.23

無形民俗文化財 下戸田ささら獅子舞 昭49.3.30
〃 新曽下町観音経 昭62.3.20
〃 沖内囃子 昭63.3.17

天 然 記 念 物 夫婦柿 １本 昭56.4.10
〃 うばゆり 平元.3.16

（１）埼玉県指定文化財及び埼玉県選定重要遺跡

（２）戸田市指定文化財
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  ●●  戸戸田田市市アアーーカカイイブブズズ・・セセンンタターー規規程程  ●●      

 

平成２１年６月４日 

戸田市教育長決裁 

 

改正 平成２６年８月１９日 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、戸田市立郷土博物館条例施行規則（昭和５８年教委規則第４号。以下「規則」という。）第

１７条の規定に基づき、戸田市アーカイブズ・センター（以下「センター」という。）の管理運営について、必要

な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 戸田市の歴史に関する文書その他の史料（以下「文書等」という。）の収集、保存及び管理を行うととも

に、これらの活用を図るため、郷土博物館に属する施設として、館内にセンターを設置する。 

 （休館日） 

第３条 センターの休館日は、戸田市立郷土博物館条例（以下「条例」という。）第６条の規定を準用する。 

 （利用時間） 

第４条 センターの利用時間は、規則第２条の規定を準用する。ただし、午後０時から午後１時までは、センタ

ーを利用できないものとする。 

（遵守事項及び館長の指示） 

第５条 センターを利用する者は、この規程に従い、室内の秩序の保持に努めなければならない。 

２ 館長は、センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入室を禁止し、又はその者に対して退室を

命ずることができる。 

 （利用者登録） 

第６条 センターで文書等を利用しようとする者は、利用登録申請書（第１号様式）を館長に提出するとともに、

運転免許証、日本国旅券その他本人の確認をできるものを提示し、利用登録証（第２号様式）の交付を受けなけ

ればならない。 

２ 利用登録証の有効期限は、発行の日から１年とする。 

３ 利用登録証の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 利用登録証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用しないこと。 

(2) 利用登録証を紛失した場合、又は登録された事項に変更が生じた場合は、直ちにその旨を館長に届けること。 

(3) 利用登録証の有効期間が経過した場合は、当該利用登録証を速やかに館長に返還すること。 

 （文書等の閲覧） 

第７条 文書等を閲覧しようとするときは、利用登録証（第２号様式）を提示し、閲覧請求票（第３号様式）を

館長に提出するとともに、職員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 閲覧中は、閲覧利用証（第４号様式）を着衣に付けること。 

(2) 筆記用具以外の携帯品はロッカーに収納し、閲覧室に持ち込まないこと。 ただし、職員の許可を得たとき

は、閲覧のために必要最小限の物を持ち込むことができる。 

(3) 筆記に際しては、鉛筆を使用し、インク等を使用しないこと。 

(4) 文書等に書き込みを行うなど汚損し、又は破損するような行為をしないこと。 

(5) 閲覧場所以外の場所に文書等を持ち出さないこと。ただし、館長が特に場所を指定した場合はこの限りでな

い。 

(6) 室内において、喫煙、飲食、雑談等をしないこと。 

(7) 閲覧を終えた文書等は、受付カウンターに返却し、職員の確認を受けること。 

２ 同時に閲覧請求をすることができる文書等の点数は、１人１回につき３点以内とする。ただし、館長が必要

と認めたときは、この限りでない。 

（文書等の複写） 

第８条 文書等を複写しようとするときは、規則第９条の規定に基づき必要な手続を行い、職員の指示に従うも

のとする。 

（閲覧手続の特例） 

令和４年４月１日現在

№ 種　　別 名　　　　称 員　数 指定年月日 番号
工芸品 美女木八幡社銅鐘 １口 昭39.3.27
書　跡 日蓮上人墨跡及び日向記 １括 昭29.3. 4

有形民俗文化財 荒川水系戸田周辺の漁撈用具 586点 平18.3.17
埼玉県選定
重要遺跡

鍛冶谷・新田口遺跡 昭51.10.1

№ 種　　別 名　　　　称 員　数 指定年月日 番号
絵　　画 常福寺当麻曼荼羅 １幅 昭49.3.30

〃 妙厳寺涅槃図 〃 平元.3.16
〃 妙顕寺三十六歌仙絵額 ５面 平2.5.8

彫　　刻 観音寺千体仏 千軀 昭49.3.30
〃 笹目神社神馬 １対 昭56.4.10

古　文　書 武内家文書 445点 昭44.4.10
〃 秋元家文書 2,092点 昭57.7.1
〃 萩原家文書 １括 昭60.5.1
〃 栗原家文書 〃 昭63.3.17
〃 篠家文書 〃 平2.5.8

歴　史　資　料 建長の板碑 １基 昭44.4.10
〃 応永の板碑 〃  〃
〃 康正の板碑 〃  〃
〃 慶長の板碑 〃  〃
〃 明応の板碑 〃  〃
〃 文禄の石灯籠 ２基  〃
〃 最上流和算額 １枚  〃
〃 寛正の板碑 １基 昭54.4.1
〃 文正の板碑 〃  〃
〃 名号塔 〃 昭60.5.1
〃 寛政の宝篋印塔 〃 昭63.3.17
〃 七条袈裟及び打敷 各１点 平2.5.8
〃 柳剛流岡田十内関係資料 ８点 平20.3.19
〃 南原遺跡１号古墳出土男子埴輪頭部 １点 平21.3.19
〃 新曽沖内の馬頭観音像 １基 平28.1.28

〃
上戸田氷川神社の力石及び旧羽黒山
句碑・石造物

22基 令3.3.19

建　造　物 ３代目戸田橋の親柱 １基 平26.2.13
有形民俗文化財 宝暦の庚申塔 １基 昭44.4.10

〃 千手観音供養図絵馬 １枚 昭56.10.1
〃 十六羅漢 １群 昭57.7.1
〃 庚申・月待石灯籠 １基 昭59.2.10
〃 早瀬庚申塔群 １群 昭60.2.1
〃 地蔵菩薩座像 １軀 昭60.5.1
〃 妙顕寺絵馬群 １群 昭63.3.17
〃 川岸の獅子頭 ２頭 平元.3.16
〃 平等寺石幢 １基 平9.2.18
〃 下戸田･旧高橋酒造の酒づくり用具 1797点 平18.3.23

無形民俗文化財 下戸田ささら獅子舞 昭49.3.30
〃 新曽下町観音経 昭62.3.20
〃 沖内囃子 昭63.3.17

天 然 記 念 物 夫婦柿 １本 昭56.4.10
〃 うばゆり 平元.3.16

（１）埼玉県指定文化財及び埼玉県選定重要遺跡

（２）戸田市指定文化財
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第９条 他の博物館、図書館、学校その他館長が適当と認めたものが、文書等を室内で閲覧するときは、規則第

９条の規定を準用する。 

 （文書等の貸出し） 

第１０条 文書等の貸出しは行わないものとする。ただし、公益上必要があり、亡失又は損傷の防止に十分な配

慮がなされていると館長が認めたときは、規則第１０条の規定を準用することができる。 

 （行政利用） 

第１１条 戸田市職員が業務上、文書等を閲覧又は借覧しようとするときは、規則第９条又は第１０条の規定を

準用する。 

 （利用に供しない文書等） 

第１２条 文書等のうち、次に掲げるものは、館長が適当と認めた場合を除き、その全部又は一部を利用に供し

ないものとする。 

(1) 個人若しくは団体の秘密保持のため、又は公益上の理由により利用に供することが不適当なもの 

(2) 整理又は保存上支障があるもの 

(3) 寄贈又は寄託を受けた文書等の利用に関して、寄贈者又は寄託者が条件を付したも 

 の 

(4) その他業務上支障のあるもの 

 （出版物等への掲載又は成果の発表） 

第１３条 文書等を出版物その他の媒体（以下「出版物等」という。）に掲載することの許可を申請する者は、複

写物出版・掲載等許可申請書（第５号様式）を館長に提出するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

(1) 資料原蔵者の承諾を事前に得た上で、その許可書を添付すること。 

(2) 申請した目的以外には、掲載しないこと。 

(3) 出版物等への掲載により著作権その他の問題が生じた場合は、全て申請者がその責任を負うこと。 

(4) 出版物等への掲載により第三者の人権・プライバシーを侵害することのないよう細心の注意を払うこと。 

(5) 出版物等への掲載をする場合は、戸田市立郷土博物館所蔵資料である旨を表示すること。 

(6) 当該出版物等を２部寄贈すること。 

２  館長は、前項に規定する申請を許可するときは、複写物出版・掲載等許可書（第６号様式）を申請者に交

付するものとする。 

３ 文書等を利用し発表しようとするときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 資料原蔵者の承諾を事前に得た上で、戸田市立郷土博物館所蔵資料である旨を表示すること。 

(2) 成果を発表した場合は、その出版物等を２部寄贈すること。 

 （相談） 

第１４条 利用者は、調査研究のために、文書等に関して相談を行うことができる。ただし、次に掲げるものの

相談は受け付けないものとする。 

(1) 個人又は団体の秘密に関わることで、公表することが不適当なもの 

(2) 文書等の鑑定及び価格評価に関するもの 

(3) 懸賞問題等の回答に関するもの 

(4) 自説及び他者の学説等に対する検証・評価に関するもの 

(5) 回答に過大な調査を要し、センターの業務に支障を来すおそれのあるもの 

(6) その他館長が適当でないと判断するもの 

 （委任） 

第１５条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、あらかじめ教育長の承認を得て、館長が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２１年６月４日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２１年９月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成２６年８月１９日から施行する。 
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